
李
朝
後
期
在
地
士
族
家
門
伝
来
の
所
志
類
に
つ
い
て

山
　
　
内
　
　
民
　
　
博

は
じ
め
に

　
　
　
近
年
、
韓
国
で
は
盛
ん
に
在
地
士
族
（
両
班
）
家
門
伝
来
の
古
文
書
の
発
掘
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
少
な
か

　
　
ら
ぬ
量
の
所
志
や
所
志
に
類
す
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
所
志
と
は
、
前
近
代
の
朝
鮮
に
お
い
て
官
へ
の
請
願
な
い
し
提
訴
の

　
　
た
め
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
通
例
、
官
の
回
答
（
題
辞
）
が
添
書
さ
れ
提
出
者
に
返
却
さ
れ
た
。
白
活
、
議
送
、
原
情
、
単

　
　
子
、
上
書
な
ど
と
呼
ば
れ
る
文
書
も
書
式
な
い
し
提
出
先
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
類
似
し
た
性
格
を
も
つ
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し

　
　
た
文
書
群
を
崔
承
煕
氏
に
し
た
が
っ
て
所
志
類
と
総
称
し
、
在
地
士
族
家
門
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
所
志
類
を
と
り
あ
げ
基
礎
的
な

　
　
整
理
を
試
み
た
い
。

　
　
　
所
志
類
は
、
ま
ず
は
請
願
・
訴
訟
制
度
研
究
の
基
本
史
料
の
一
つ
な
の
で
あ
り
、
ま
た
現
存
す
る
所
志
類
の
う
ち
出
自
の
明
確

　
　
な
も
の
の
多
く
が
在
地
士
族
家
門
伝
来
の
所
志
類
で
あ
る
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
在
地
士
族
・
郷
村
社
会
研
究
の
貴
重
な
材
料

　
　
で
も
あ
る
。
訴
訟
制
度
に
関
す
る
研
究
は
、
朴
乗
濠
氏
に
よ
っ
て
本
格
的
に
始
ま
り
、
近
年
、
金
仙
卿
．
呉
甲
均
氏
ら
の
研
究
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

－
　
　
出
て
、
制
度
の
骨
格
は
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
運
用
の
実
態
、
制
度
の
歴
史
的
変
化
、
さ
ら
に
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
　
　
李
朝
裁
判
．
訴
訟
制
度
の
性
格
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
追
求
す
べ
き
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
し
、
訴
訟
と
対

　
　
の
も
の
で
あ
る
請
願
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
成
果
に
乏
し
い
。
さ
ら
に
在
地
士
族
の
請
願
・
訴
訟
活
動
を
、
八
〇
年
代
以
降
急
速
に

　
　
進
展
し
た
郷
村
社
会
史
研
究
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
作
業
も
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
従
来
、
所
志
類
は
個
別
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
総
合
的
な
検
討
は
十
分
に
な
さ

　
　
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
問
題
を
所
志
類
の
み
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
前
提
の
作
業
と
し
て
、

　
　
本
稿
で
は
在
地
士
族
伝
来
の
所
志
類
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
請
願
・
訴
訟
に
か
か
わ
る
点
を
中
心
に
整
理
・
検
討
し
て
み
よ
う
と

　
　
　
　
（
3
）

　
　
思
う
。

輯
　
　
　
、

期
究
　
　
　
　
一
　
史
料
に
つ
い
て

研学
科
　
　
　
一
般
に
所
志
類
を
扱
う
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
①
所
志
類
が
し
ば
し
ば
年
記
と
し
て
干
支
し
か
も
た
ず
、
そ
れ
の
み
で
は
い

文
　
　
つ
の
も
の
な
の
か
判
断
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。
②
各
邑
（
郡
県
）
の
守
令
に
提
出
さ
れ
た
所
志
類
に
は
提
出
者
の
居
住
す
る
面

人
　
　
な
い
し
洞
里
の
み
し
か
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
・
ど
こ
の
邑
な
の
か
わ
か
ら
な
い
例
が
少
な
く
な
い
・
③
②
と
関
連
し
て
提

　
　
出
者
が
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
所
志
類
の
み
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
④
提
出
前
後
の
事
情
、
す
な
わ
ち
同
じ
案
件

　
　
に
つ
い
て
前
後
に
も
所
志
類
を
提
出
し
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
個
別
の
所
志
類
だ
け

　
　
か
ら
は
な
か
な
か
把
握
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。

　
　
　
現
在
、
所
志
類
は
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
な
ど
の
機
関
に
も
大
量
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
右
記
の
問
題
を
抱
え

　
　
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
、
こ
こ
で
扱
う
よ
う
な
家
門
伝
来
の
所
志
類
の
利
点
は
、
所
志
類
以
外
の
古
文
書
や
族
譜
な
ど
が
と
も

　
　
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
諸
史
料
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
時
期
・
場
所
・
人
物
の
特
定
が
か
な
り
の
と
こ
ろ
期
待
で
き
る



　
　
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
同
一
案
件
の
文
書
が
一
括
し
て
伝
来
さ
れ
、
前
後
の
事
情
の
把
握
も
あ
る
程
度
は
可
能
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
士
族
家
門
伝
来
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
多
く
は
士
族
や
そ
の
関
係
者
が
提
出
者
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

　
　
情
報
を
た
だ
ち
に
所
志
類
一
般
に
広
げ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
さ
て
、
現
在
利
用
可
能
な
在
地
士
族
伝
来
所
志
類
は
相
当
数
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
全
羅
道
扶
安
の
扶
安
金
氏
の
三
家
門
、
全

　
　
羅
道
海
南
の
海
南
サ
氏
、
全
羅
道
茂
長
の
威
陽
呉
氏
、
全
羅
道
南
原
の
全
州
李
氏
と
い
う
、
い
ず
れ
も
全
羅
道
の
在
地
士
族
家
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

て
　
を
選
び
、
そ
こ
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
所
志
類
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
各
家
門
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ

いつ
　
　
る
。

に纈
　
　
［
扶
安
金
氏
］
　
扶
安
県
を
本
貫
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
代
々
住
ん
だ
扶
安
金
氏
の
中
の
三
家
系
で
、
同
じ
祖
先
か
ら
分
か
れ

志
噺
て
い
る
。
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
扶
安
金
氏
A
．
扶
安
金
氏
B
．
扶
安
金
氏
C
と
呼
べ
ば
、
扶
安
金
氏
A
竺
七
世
紀
ま
で
は
文
科

麻
及
第
者
や
官
職
に
つ
く
者
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
在
地
化
し
て
扶
安
に
代
々
暮
ら
し
た
。
戸
口
単
子
で
は
天
世
紀
以
降

ヨ卿
　
　
幼
学
あ
る
い
は
進
士
を
戸
主
の
職
役
と
し
て
い
る
。
分
財
記
に
よ
れ
ば
一
八
世
紀
末
で
五
〇
〇
斗
落
あ
ま
り
の
耕
作
地
と
八
〇
口

蟻
ほ
ど
の
餐
を
所
有
し
て
い
爲
B
竺
九
世
紀
の
戸
・
単
子
が
華
残
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
戸
主
の
職
役
は
幼
学
が
多
く
、
数

醜
。
の
奴
禦
い
る
・
c
は
戸
呈
子
の
残
る
一
八
世
紀
以
降
は
代
々
扶
安
に
住
み
・
戸
主
の
職
役
は
幼
学
・
奴
禦
警
記
藝

朝李
　
れ
て
い
る
。

　
　
［
海
南
サ
氏
］
　
海
南
サ
氏
の
漁
樵
隠
派
宗
家
の
家
系
で
あ
り
、
一
七
世
紀
の
南
人
派
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
弄
善
道
が
含
ま
れ
る
。

　
　
　
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
は
文
科
及
第
者
や
官
職
に
つ
く
も
の
が
み
ら
れ
、
海
南
県
を
本
拠
と
し
つ
つ
漢
城
に
も
住
ん
だ
。
戸
口
単
子

　
　
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
降
は
幼
学
が
多
く
ほ
ぼ
海
南
に
暮
ら
し
て
い
る
。
分
財
記
を
み
る
と
一
八
世
紀
初
め
の
最
盛
期
に
は
海
南
を

　
　
中
心
に
耕
作
地
二
〇
〇
〇
斗
落
以
上
、
奴
碑
四
九
〇
口
を
数
え
た
。

3
　
　
［
威
陽
呉
氏
］
　
一
五
一
六
年
に
進
士
と
な
っ
た
呉
世
英
の
後
孫
の
家
系
で
、
本
貫
は
威
陽
で
あ
る
。
世
英
以
後
茂
長
県
に
住
み
、



　
　
何
人
か
の
文
科
及
第
者
を
出
し
た
が
、
一
八
世
紀
以
降
の
戸
口
単
子
で
は
戸
主
の
職
役
は
み
な
幼
学
と
な
っ
て
い
る
。
一
八
世
紀

4
　
　
半
ば
の
分
財
記
で
は
二
五
〇
斗
落
あ
ま
り
の
耕
作
地
と
五
〇
口
ほ
ど
の
奴
碑
が
い
る
。

　
　
［
全
州
李
氏
］
　
孝
寧
大
君
の
曽
孫
と
伝
え
ら
れ
る
李
駒
孫
の
家
系
で
、
一
六
世
紀
に
李
聴
孫
が
南
原
都
護
府
屯
徳
坊
に
来
居
し
、

　
　
以
後
後
孫
は
そ
こ
に
暮
ら
し
た
。
一
八
世
紀
以
降
残
る
戸
口
単
子
で
は
、
ほ
と
ん
ど
職
役
は
幼
学
で
あ
る
。
分
財
記
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
一
八
世
紀
半
ば
で
一
八
〇
斗
落
あ
ま
り
の
耕
作
地
に
四
〇
口
の
奴
碑
を
所
有
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
家
門
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
古
文
書
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
文
書
を
所
志
類
と
み
な
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と

　
　
に
す
る
。

輯
期
　
所
志
は
、
し
ば
し
ば
「
右
響
。
所
志
　
段
」
な
ど
「
所
志
」
と
い
う
茎
＝
口
で
始
ま
る
．
」
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、

究
　
　
崔
承
煕
氏
は
そ
の
著
書
『
韓
国
古
文
書
研
究
』
の
中
で
所
志
に
つ
い
て
「
士
庶
．
下
吏
．
賎
民
が
官
府
に
提
出
し
た
訴
状
．
請
願

研
　
　
書
・
嘆
願
書
で
あ
る
」
と
し
、
所
志
の
別
名
と
し
て
白
活
、
書
式
な
ど
が
若
干
異
な
る
が
内
容
上
所
志
類
に
属
す
る
も
の
と
し
て

鮮
簑
単
モ
餐
馨
上
書
を
あ
げ
て
い
爲
こ
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
ほ
ぼ
問
題
は
な
い
と
思
う
が
、
氏
が
「
訴
状
・

文
　
　
請
願
書
・
嘆
願
書
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
書
式
の
文
書
群
の
中
に
私
人
間
の
紛
争
に
起
因
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
も
の
と
、
紛

人
　
争
と
は
か
か
わ
ら
な
い
請
願
と
が
混
在
す
る
の
が
所
志
類
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
広
く
と
れ
ば
訴
訟
文
書
に
し
て
も
紛
争
の
解

　
　
決
を
官
に
求
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
請
願
の
一
種
と
い
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
所
志
類
の
提
出
者
は
氏
が
「
士
庶
・
下
吏
．
賎

　
　
民
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
身
分
や
官
職
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
広
く
分
布
し
、
定
義
に
お
い
て
所
志
類
と
特
定
の
階
層
を

　
　
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
提
出
者
は
必
ず
し
も
個
人
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
書
院
や
郷
校
か
ら
官
に
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
た
稟
目
の
中
に
も
内
容
か
ら
み
て
所
志
類
と
み
な
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
以
上
再
言
す
れ
ば
、
広
く
社
会
の
構
成
員
が
官
に
た
い
し
訴
訟
を
提
起
し
た
り
、
請
願
を
お
こ
な
う
た
め
に
作
成
し
た
文
書
を

　
　
所
志
類
と
考
え
て
、
検
討
の
対
象
と
し
た
い
。



　
　
　
さ
て
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
家
門
に
伝
わ
る
古
文
書
の
中
で
、
右
に
述
べ
た
意
味
で
所
志
類
　
　
　
の

　
　
と
み
な
せ
る
も
の
は
合
わ
せ
て
四
四
九
件
に
な
る
。
こ
の
う
ち
破
損
等
の
た
め
内
容
の
把
握
が
　
　
　
舳

　
　
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
δ
件
は
検
討
の
対
象
か
ら
省
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
提
訴
・
請
願
に
　
越

　
　
た
い
す
る
官
の
回
答
と
し
て
所
志
類
に
書
き
加
え
ら
れ
る
題
辞
、
題
辞
を
出
し
た
人
物
の
押
　
擬

　
　
　
（
羨
）
・
官
印
の
三
つ
す
べ
て
が
欠
け
る
所
志
類
は
、
作
成
は
し
た
も
の
の
官
に
は
提
出
さ
　
靴

て
れ
な
か
っ
た
・
あ
る
い
は
草
稿
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
み
な
し
、
覆
の
対
象
と
し
な
い
　
鰐

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訊
　
　
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
た
所
志
類
が
一
六
件
あ
る
。
さ
ら
に
書
式
上
他
の
所
志
と
区
別
が
つ
け
　
　
　
鵬

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

頗
　
　
が
た
い
が
、
官
職
を
も
つ
者
が
そ
の
官
職
に
か
か
わ
る
件
に
つ
い
て
願
い
出
て
い
る
例
が
＝
　
　
　
だ

醜
件
鷺
こ
う
し
た
官
人
所
志
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
寓
部
書
考
さ
れ
る
文
書
は
他
の
所
蹟

麻
志
と
籍
が
大
き
く
異
な
る
と
考
え
て
、
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
．
」
と
に
し
た
。
ま
た
、
一
　
＊

納
八
九
四
年
の
甲
午
改
革
以
降
・
法
・
裁
判
制
度
も
大
き
く
変
容
し
て
い
く
。
よ
っ
て
こ
の
時
期
轍

嫉
の
所
志
類
は
別
に
扱
う
べ
き
も
の
と
考
え
・
便
宜
上
天
九
四
年
と
九
五
年
の
間
に
区
切
り
を
酷

碗
置
い
て
・
天
九
五
年
以
降
の
所
志
類
と
・
年
代
の
推
定
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
も
の
、
そ
し
剛

輔
て
時
禦
大
き
く
離
れ
る
高
麗
時
代
の
所
士
心
塑
磐
あ
わ
せ
た
二
三
件
も
検
討
か
ら
外
す
ご
融

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

　
　
と
に
し
た
。

　
　
　
以
上
を
除
い
た
合
計
三
八
九
件
の
所
志
類
を
所
蔵
家
門
・
年
代
別
に
示
せ
ば
、
表
1
と
な
る
。
　
表

　
　
こ
の
中
に
は
、
年
代
不
明
で
は
あ
る
が
干
支
か
ら
一
八
九
四
年
以
前
と
推
定
で
き
る
も
の
も
入

　
　
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
家
門
で
作
成
・
提
出
し
た
所
志
類
の
中
に
は
、
土
地
売
買
な
ど
に
と
も

5
　
な
い
権
利
関
係
文
書
の
一
つ
と
し
て
他
に
移
っ
た
り
、
紛
失
な
い
し
何
ら
か
の
理
由
で
破
棄
さ

計 9
臼
　
Q
ゾ
　
0
1
1
　
F
O
　
9
臼
5
　
3
1
2
1
1
6謝

組
明
不

9
臼
　
　
　
　
　
F
O
5
4
占1

6

9
4
1
8
～
0
1
1
8

ハ
0
ハ
0
0
9
臼
　
∩
∠
4
2
　
　
　
3
1
▲
8
3㎜

o
o
1
8
～
0
1
1
7

6
3
　
　
　
0
1
5
1
↓
　
　
　
　
　
0
σ
　
2
　
1
⊥

8
5

o
o
1
7
～
0
1
1
6

7
　
　
　
　
　
3
7
9
　
　
　
7

9
6

o
o
1
6
～

1
　
　
　
　
　
　
1
⊥

2

代
年

A
B
C
氏
氏
氏
氏
氏
氏
金
金
金
サ
李
呉
安
安
安
南
州
陽
扶
扶
扶
海
全
威

計
合
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れ
た
所
志
類
の
存
在
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
が
作
成
・
提
出
さ
れ
た
所
志
類
の
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

　
も
っ
と
も
古
い
所
志
類
は
高
麗
時
代
の
一
件
を
別
に
す
る
と
一
五
六
九
年
の
も
の
で
、
そ
れ
を
含
め
て
一
六
世
紀
ま
で
は
わ
ず

か
に
二
件
、
ほ
と
ん
ど
が
一
七
世
紀
以
降
で
あ
り
、
と
く
に
一
九
世
紀
が
一
九
〇
件
と
全
体
の
半
分
に
近
い
。
本
稿
で
扱
う
所
志

類
は
ほ
ぼ
李
朝
後
期
に
限
定
さ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
程
度
の
家
門
と
所
志
類
の
数
で
は
、
李
朝
後
期
全
羅
道
の
在
地
士
族
伝
来
と
い
う
条
件
の
中
で
も
、
対
象
家
門
に

よ
る
偏
り
の
避
け
が
た
い
点
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

輯細
　
　
　
　
二
　
所
志
類
の
形
式

究研
　
　
　
そ
れ
で
は
、
分
析
対
象
と
す
る
三
八
九
件
の
所
志
類
に
み
ら
れ
る
文
書
形
式
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
し
て
み
た
い
。

群
（
・
）
所
志
次
に
挙
げ
た
の
は
典
型
的
な
所
士
心
の
一
例
で
、
土
地
売
買
に
と
も
な
う
紛
争
に
つ
き
憂
て
い
る
も
の
で
あ
覧

文
　
　
庚
子
年
は
一
七
二
〇
年
に
あ
た
る
。

人
　
　
［
史
料
1
］

　
　
①
花
山
面
居
幼
学
李
思
想
奴
士
男

　
　
②
右
謹
言
所
志
　
段
、
奴
上
典
去
年
八
月
分
口
口
伊
処
租
十
五
石
銭
文
十
両
備
給
為
白
遣
、
県
地
県
山
面
白
也
只
家
前
員
、
上
項

　
　
　
元
伊
母
道
非
量
叢
田
四
斗
落
負
数
七
卜
四
庫
果
称
沓
二
斗
落
只
負
数
九
卜
五
庫
買
得
之
後
、
即
令
量
案
中
　
名
以
載
録
為
白
乎
、

　
　
　
則
千
万
意
外
県
山
面
白
也
只
里
居
李
卵
節
為
名
者
、
去
丁
卯
年
分
買
得
是
如
為
白
乎
　
、
前
後
文
書
細
細
相
考
、
則
其
年
良
中

　
　
　
僧
海
認
処
買
得
明
文
辞
意
内
、
価
折
木
三
疋
以
相
約
成
文
是
白
乎
　
、
訂
筆
執
三
人
不
為
着
名
是
遣
、
沓
主
僧
人
処
不
忘
記
内
、

　
　
　
沓
価
三
疋
乙
不
為
備
給
為
去
乎
、
完
記
内
若
不
備
給
是
去
等
、
還
推
事
文
記
明
白
、
而
大
蓋
此
僧
与
元
伊
以
兄
弟
之
間
也
、
年



　
　
　
兇
尤
酷
是
白
良
置
、
沓
二
斗
落
只
価
折
有
何
三
疋
之
理
是
乎
赫
、
訂
筆
執
等
、
何
不
着
名
是
乎
弥
、
沓
価
三
疋
乙
多
少
間
備
給

　
　
　
則
何
不
推
不
忘
記
伝
換
元
伊
処
乎
、
揆
諸
事
理
、
実
為
偽
造
文
記
是
乎
等
以
、
敢
此
伸
訴
為
白
去
乎
、
同
卵
節
捉
治
依
律
後
、

　
　
　
以
杜
他
　
田
沓
隠
然
耕
食
之
罪
為
乎
赫
、
決
無
非
理
紛
紙
之
弊
為
白
只
為

　
　
　
行
下
向
教
是
事

　
　
③
令
監
主
処
分

て
④
　
庚
子
正
月
日
所
志

訓
　
⑤
推
間
処
決
次
、
状
付
人
捉
来
事

に類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

噺
⑥
官
（
押
）
　
　
　
　
　
（
官
印
＝
＊
口
は
釈
文
で
き
な
い
文
字
）

麻
　
ま
ず
笙
行
に
所
志
提
出
者
の
居
住
地
、
身
分
・
馨
、
姓
名
が
記
さ
れ
る
。
．
」
の
所
志
で
は
醤
県
花
山
面
に
住
む
幼
学
李

獺
愚
の
奴
士
男
が
提
出
者
で
あ
る
。
奴
、
と
き
に
禦
上
典
（
主
人
）
に
か
わ
っ
て
提
出
者
と
な
る
．
」
と
は
珍
し
く
な
い
。
提
出

嫉
者
が
住
む
邑
の
守
令
に
出
さ
れ
る
場
合
に
は
居
住
地
の
邑
名
は
ほ
と
ん
ど
略
さ
れ
、
面
名
や
里
名
の
み
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
提
出

醜
者
の
名
前
の
下
に
手
決
や
手
寸
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
事
例
と
し
て
は
多
く
な
い
。
所
志
の
提
出
者
は
天
の
・
」
と
も
あ

輔
れ
ば
・
複
数
の
こ
と
も
あ
る
・
複
数
の
場
合
・
①
に
は
代
表
者
名
の
み
記
し
④
の
提
出
年
召
に
続
け
て
提
出
者
全
員
の
名
前
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
列
挙
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
①
の
末
尾
が
等
状
と
結
ば
れ
る
例
も
あ
る
。

　
　
　
次
い
で
②
の
提
訴
・
請
願
の
内
容
を
記
し
た
本
文
、
③
の
提
出
先
、
④
の
提
出
年
月
日
と
続
き
、
こ
こ
ま
で
が
所
志
提
出
者
が

　
　
記
載
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
本
文
の
冒
頭
を
「
右
謹
言
所
志
」
「
右
謹
陳
所
志
」
な
ど
の
文
言
で
始
め
、
④
の
年
月
日
の
末
尾

　
　
を
「
所
志
」
と
結
ぶ
の
が
一
つ
の
型
で
あ
り
、
所
志
と
称
さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
ま
た
冒
頭
が
「
右
謹
言
情
由
」
で
始
ま
る
な
ど

7
　
　
「
所
志
」
と
い
う
表
現
は
も
た
な
い
が
、
そ
の
他
の
書
式
・
内
容
に
は
共
通
点
の
多
い
例
が
あ
る
。
こ
れ
も
分
類
上
は
所
志
と
す
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る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
④
の
末
尾
の
「
所
志
」
は
一
九
世
紀
の
事
例
に
は
一
例
も
見
い
だ
せ
な
い
。

　
　
　
②
の
本
文
は
吏
読
文
（
吏
読
ま
じ
り
の
漢
文
）
で
表
記
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
ま
れ
に
ハ
ソ
グ
ル
が
用
い
ら
れ
る
。
本
文

　
　
末
は
改
行
し
て
「
行
下
向
教
是
事
」
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
③
の
部
分
に
は
提
出
先
に
続
い
て
「
処
分
」
と
記
さ
れ
る
。

　
　
　
「
令
監
主
」
は
邑
の
守
令
の
こ
と
で
、
「
案
前
主
」
「
使
道
主
」
「
城
主
」
と
も
書
か
れ
る
が
、
「
城
主
」
は
提
出
者
が
「
化
民
」

　
　
　
「
幼
学
」
な
ど
士
族
と
推
測
さ
れ
る
呼
称
を
名
乗
る
場
合
（
化
民
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
そ
れ
以
外
は
提
出
者
が
奴
脾
や
常
民
で

　
　
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
道
の
観
察
使
に
出
す
場
合
は
「
巡
相
」
「
観
察
使
」
、
暗
行
御
史
だ
と
「
繍
衣
閣
下
」
な
ど
と
記

　
　
さ
れ
て
い
る
。
④
に
は
、
ま
ず
提
出
さ
れ
た
年
が
干
支
、
と
き
に
中
国
年
号
で
書
か
れ
、
月
日
は
通
常
「
某
月
日
」
と
日
付
は
記

講麹
　
さ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

究
　
　
　
⑤
は
題
辞
な
い
し
題
音
、
略
し
て
題
と
呼
ば
れ
る
、
請
願
．
提
訴
に
た
い
す
る
官
の
回
答
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
所
志
の
余
白
、

研
　
　
と
き
に
は
本
文
の
上
に
草
書
で
大
書
さ
れ
る
。
紙
の
裏
面
に
背
題
と
呼
ば
れ
る
追
加
の
題
が
詑
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
題
の
末
尾

学
科
　
　
に
は
題
を
出
し
た
日
付
を
記
す
。
右
の
例
で
「
十
五
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
末
尾
に
は
、
し
ば
し
ば
「
刑
吏
」
「
将

文
　
　
校
」
「
面
任
」
「
座
首
」
「
状
民
」
「
状
者
」
な
ど
題
の
宛
て
先
が
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
次
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

人
　
｛
史
料
2
］
　
査
問
次
・
李
在
星
即
為
捉
来
向
事
　
廿
八
日
　
刑
薦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
［
史
料
3
］
　
辛
漢
捉
来
向
事
　
状
民
　
初
十
日

　
　
　
い
ず
れ
も
題
辞
で
あ
る
が
、
史
料
2
で
は
刑
吏
に
た
い
し
李
在
星
と
い
う
人
物
を
捉
来
（
召
喚
）
す
る
よ
う
に
、
史
料
3
で
は

　
　
状
民
、
す
な
わ
ち
所
志
を
提
出
し
た
者
に
辛
漢
を
捉
来
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
李
在
星
、
辛
漢
は
と
も
に
訴
え
ら

　
　
れ
た
元
隻
（
被
告
）
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
刑
吏
」
な
ど
を
題
を
出
し
た
者
と
み
る
見
解
も
あ
る
が
、
「
状
民
」
「
状
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
と
い
っ
た
記
載
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
朴
乗
濠
氏
な
ど
先
学
に
し
た
が
い
題
の
宛
て
先
と
と
っ
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
史
料
1

　
　
で
は
題
の
宛
て
先
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
例
で
は
所
志
の
提
出
者
が
題
の
宛
て
先
と
考
え
ら
れ
る
。



　
　
　
⑥
は
題
の
発
給
者
の
署
名
で
あ
り
、
通
例
文
書
左
上
に
官
職
に
し
た
が
い
「
官
」
「
行
使
」
「
御
史
」
な
ど
と
記
し
、
そ
の
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

　
　
押
（
手
決
）
が
く
る
。
ま
た
文
書
上
に
は
一
個
か
ら
数
個
の
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
形
式
の
所
志
が
全
三
八
九
件
の
中
の
二
五
七
件
を
占
め
て
い
る
が
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
事
例
を
み
る
限
り
、

　
　
所
志
の
形
式
で
提
出
さ
れ
た
文
書
の
請
願
・
提
訴
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
特
定
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
た
だ
し
、
施
表
や
配
享
の
請
願
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
提
出
者
の
身
分
も
士
族
か
ら
奴
碑
ま
で
様
々
で
、
特
別
の
関
連

て
は
な
い
・
提
出
先
は
圧
倒
的
に
守
令
が
多
く
、
所
志
二
五
七
件
中
二
三
二
件
を
占
め
る
が
、
襲
使
に
所
志
の
形
式
で
出
さ
れ
る

訊
　
　
こ
と
も
あ
る
。
暗
行
御
史
へ
の
請
願
・
提
訴
に
は
所
志
は
み
ら
れ
な
い
。

綜
（
2
）
原
情
ま
た
冒
頭
の
提
出
者
名
の
後
に
「
原
情
」
と
記
さ
れ
、
後
の
形
式
は
所
志
と
共
通
す
る
文
書
が
一
件
あ
る
。
『
儒

鵬
得
必
知
』
や
『
秋
官
志
』
に
は
国
王
に
直
難
訴
・
請
願
す
る
「
馨
原
情
」
の
書
式
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
．
」
う
し
た
例
は

麻
本
稿
で
対
象
と
す
る
事
例
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な
お
刑
獄
に
お
け
る
整
．
の
陳
述
も
原
情
と
よ
ば
れ
る
。

額
（
3
）
議
送
同
じ
く
所
志
に
類
似
し
た
形
式
の
文
書
に
議
送
が
あ
る
。
議
送
は
、
例
え
ば
「
南
原
幼
学
李
正
舞
議
送
」
の
よ

蟻
う
に
冒
頭
提
出
者
名
に
続
い
て
議
送
と
記
し
た
り
、
本
文
が
「
右
議
送
」
で
始
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
提
出
年
月
日
の
あ
と
に
議

砒
送
と
結
ぶ
点
で
書
式
上
所
志
と
異
な
る
・
特
徴
と
な
る
の
は
、
提
出
先
が
襲
使
や
暗
行
御
史
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
天

輔
件
あ
る
議
送
の
多
く
は
紛
争
に
起
因
し
た
提
訴
で
あ
る
が
・
請
願
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
（
4
）
単
子
　
所
志
と
は
や
や
異
な
り
、
冒
頭
が
「
城
主
前
単
子
」
の
よ
う
に
提
出
先
に
続
い
て
単
子
と
記
し
た
り
、
あ
る
い
は

　
　
提
出
者
名
に
続
い
て
「
単
子
」
と
記
し
、
そ
の
後
の
本
文
は
「
恐
　
鑑
伏
以
」
　
「
誠
倥
誠
恐
仰
達
」
な
ど
の
表
現
で
始
ま
る
。
末

　
　
尾
以
降
は
所
志
と
共
通
す
る
。
確
認
で
き
る
限
り
で
は
提
出
者
に
奴
碑
な
ど
士
族
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
者
は
な
く
、
「
化

　
　
民
」
を
名
乗
る
例
が
多
い
。
士
族
が
直
接
提
訴
・
請
願
す
る
際
に
用
い
る
形
式
と
思
わ
れ
る
。
単
子
は
四
七
件
あ
り
、
す
べ
て
提

9
出
先
は
守
令
で
あ
匁
ま
た
内
容
と
し
て
は
山
訟
に
か
か
わ
る
例
が
多
い
。



0
　
　
（
5
）
白
活
　
右
の
単
子
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
で
「
単
子
」
の
か
わ
り
に
「
白
活
」
と
表
記
し
て
い
る
例
が
一
九
件
あ
る
。
い
ず
れ

ー　
　
も
南
原
の
全
州
李
氏
家
蔵
の
も
の
で
、
提
出
者
は
化
民
、
幼
学
な
い
し
官
職
を
名
乗
っ
て
お
り
、
守
令
に
た
い
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
本
事
例
に
限
っ
て
い
え
ば
、
単
子
と
同
じ
く
士
族
が
直
接
提
出
す
る
所
志
類
の
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
（
6
）
上
書
　
次
の
例
の
よ
う
な
上
書
と
呼
ば
れ
る
形
式
の
所
志
類
も
四
二
件
含
ま
れ
る
。

　
　
［
史
料
4
］
　
　
道
内
儒
生
高
基
換
等
謹
斎
沐
百
拝
上
書
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
巡
相
閤
下
、
伏
以
（
以
下
略
）

　
　
　
す
べ
て
提
出
者
は
複
数
で
あ
り
、
儒
生
、
化
民
、
幼
学
な
ど
士
族
と
推
測
さ
れ
る
呼
称
を
名
乗
っ
て
い
る
。
冒
頭
行
に
は
一
、

輯期
二
名
の
代
表
者
の
み
名
前
を
記
し
、
末
尾
提
出
年
召
に
続
い
て
提
出
者
全
員
の
署
名
が
く
る
。
吏
読
を
用
い
ず
漢
文
で
書
か
れ

究
　
　
て
い
る
。
内
容
は
施
表
の
請
願
が
主
で
、
山
訟
も
あ
る
。
こ
れ
も
士
族
が
直
接
提
出
す
る
所
志
類
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。

研
　
　
　
な
お
、
全
体
を
通
し
て
の
書
式
上
の
問
題
と
し
て
、
中
国
年
号
の
あ
ら
わ
れ
る
例
は
全
三
八
九
件
中
二
八
件
、
も
っ
と
も
新
し

醇
い
も
の
で
康
煕
四
四
年
（
；
・
五
年
）
で
萱
ほ
と
ん
ど
は
＋
七
世
紀
ま
で
の
所
志
類
で
あ
ゑ
土
地
や
騒
の
売
買
の
認

文
　
　
証
を
求
め
る
所
志
に
多
い
。
例
え
ば
土
地
の
売
買
文
記
は
一
九
世
紀
の
も
の
も
含
め
中
国
年
号
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
の
に
比
べ

人
れ
ば
・
；
の
特
徴
と
い
え
よ
う
・

三
　
所
志
類
の
記
載
内
容

　
記
載
内
容
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
所
志
類
を
紛
争
に
起
因
し
て
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
元
隻
（
被
告
）
の

存
在
す
る
所
志
類
と
、
紛
争
と
は
関
係
な
く
官
に
た
い
し
何
ら
か
の
請
願
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
元
隻
の
い

な
い
所
志
類
と
に
大
き
く
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。
以
下
、
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
を
訴
訟
所
志
類
、
請
願
所
志
類
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。



　
　
先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
両
者
は
形
式
上
区
別
で
き
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調

　
　
　
な
お
、
訴
訟
所
志
類
に
は
刑
事
的
な
も
の
と
民
事
的
な
も
　
却

　
　
の
が
し
ば
し
ば
分
か
ち
が
た
く
混
在
し
て
い
る
。
李
朝
の
裁
　
　
　
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
判
制
度
上
は
獄
訟
と
詞
訟
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
刑
事
的
な

て
　
　
裁
判
と
民
事
的
な
裁
判
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

俄
　
　
暴
力
な
ど
を
含
ま
な
い
民
事
的
な
事
件
で
あ
っ
て
も
提
訴
の

に頗
　
　
具
体
的
な
要
求
の
中
に
は
元
隻
を
律
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ

志噺
と
を
求
め
る
例
が
よ
く
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
民
事
的
な
紛
争

麻
が
そ
の
過
程
で
暴
力
に
よ
る
傷
害
を
と
も
な
っ
た
場
A
・
に
も

ヨ斑
　
　
両
者
を
分
け
て
提
訴
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
提
訴
段
階

繊
だ
け
で
な
《
裁
判
の
結
果
に
お
い
て
も
民
事
的
な
詞
訟
が
船

髄
判
決
に
お
い
て
刑
罰
を
と
も
な
う
．
」
と
も
あ
り
、
獄
訟
と
詞
鋤

李
訟
、
刑
事
的
な
も
の
と
民
事
的
な
も
の
と
の
実
肇
お
け
る
酷

　
　
境
界
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
提
訴
を
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
事
的
か
刑
事
的
か
に
よ
っ
て
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
、
こ
こ
　
　
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ

　
　
で
は
一
括
し
て
扱
い
た
い
。

　
　
　
（
1
）
請
願
・
訴
訟
の
概
要

1
1@
　
そ
こ
で
本
稿
で
対
象
と
す
る
事
例
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
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2
　
　
問
題
に
つ
い
て
請
願
・
提
訴
し
て
い
る
か
、
年
代
別
に
概
要
を
示
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
所
志
類
が
三
件
以
上
あ
る
も
の
を
事

1　
　
例
の
多
い
順
に
な
ら
べ
、
二
件
以
下
は
そ
の
他
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
請
願
所
志
類
の
中
で
も
っ
と
も
数
が
多
い
の
が
「
奴
脾
買
得
」
で
、
奴
脾
の
売
買
に
あ
た
り
買
主
側
が
官
の
認
証
を
求
あ
た
も

　
　
の
で
あ
る
。
通
常
こ
れ
に
売
主
か
ら
買
主
へ
の
売
買
明
文
、
売
主
と
証
人
が
官
に
提
出
し
た
招
辞
、
売
買
を
認
め
る
官
の
立
案
が

　
　
粘
連
（
貼
付
）
一
括
さ
れ
て
い
る
。
奴
碑
売
買
の
多
く
は
こ
の
形
で
官
の
認
証
を
得
て
い
る
。
各
家
門
の
戸
口
単
子
を
み
る
と
一

　
　
九
世
紀
に
入
っ
て
所
有
奴
碑
の
数
が
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
奴
碑
買
得
に
か
か
わ
る
所
志
が
み
ら
れ
な
い
の
も
そ
れ

　
　
が
一
因
で
あ
ろ
う
。

講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

鋤
　
　
次
に
「
旛
表
」
と
は
忠
．
孝
．
烈
の
徳
目
に
優
れ
た
人
物
を
官
に
推
薦
し
、
表
彰
す
な
わ
ち
施
表
を
請
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

究
　
　
す
べ
て
上
書
の
形
式
を
と
り
、
一
九
世
紀
に
集
中
し
て
い
る
。

研
　
　
「
賦
役
免
除
」
は
各
種
の
賦
税
・
力
役
の
免
除
を
請
願
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
墓
直
奴
免
役
の
確
認
を
要
請
す
る
な
ど
、
慣

学
科
　
　
例
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
免
税
．
免
役
特
権
が
侵
害
さ
れ
た
際
に
そ
の
再
確
認
を
求
め
た
所
志
類
が
多
い
。
一
九
世
紀
に
入
っ

文
　
　
て
増
え
て
お
り
、
三
政
（
田
政
・
軍
政
・
還
政
）
の
弊
に
代
表
さ
れ
る
国
家
収
取
体
制
の
変
動
・
動
揺
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。

人
　
「
土
地
立
案
」
は
「
無
主
陳
荒
地
」
や
「
海
沢
」
の
開
発
。
耕
作
権
を
認
め
る
立
案
の
発
給
を
求
め
た
も
の
で
」
七
世
紀
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
南
で
積
極
的
に
開
発
を
進
め
て
い
た
海
南
サ
氏
家
に
多
い
。
立
案
が
貼
付
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
「
紛
失
文
書
」
は
紛
失
し
た
り

　
　
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
売
買
明
文
や
立
案
な
ど
の
文
書
に
つ
き
、
そ
の
内
容
の
確
認
を
求
め
た
も
の
。
「
墓
地
確
認
」
は
墓
地
と

　
　
な
る
山
の
所
有
権
な
い
し
境
界
の
確
認
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
土
地
買
得
」
は
「
奴
碑
買
得
」
と
同
じ
く
土
地
売
買
の
際
に

　
　
買
主
が
官
の
認
証
を
求
め
る
も
の
で
、
や
は
り
売
買
明
文
、
売
主
と
証
人
の
招
辞
、
官
の
立
案
が
粘
連
さ
れ
る
例
が
多
い
。
し
か

　
　
し
、
各
家
門
伝
来
の
土
地
売
買
文
書
の
う
ち
、
所
志
に
よ
り
官
の
認
証
を
請
求
し
て
い
る
事
例
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
多
く
の
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
売
買
は
官
の
介
在
無
し
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
2
で
土
地
買
得
関
連
所
志
類
が
少
な
く
、
ま
た
一
八
世
紀
以



　
　
降
の
例
が
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
、
土
地
売
買
自
体
が
ま
れ
で
あ
っ
た
り
、
減
少
し
た
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
土
地
確
認
」

　
　
は
耕
作
地
の
所
有
権
の
確
認
を
請
求
し
た
も
の
。
「
そ
の
他
」
に
は
書
院
へ
の
配
享
請
願
、
囚
人
に
た
い
す
る
減
刑
請
願
、
代
囚

　
　
の
請
願
、
奴
碑
腰
良
の
認
可
請
求
、
面
任
交
代
請
求
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　
　
　
訴
訟
所
志
類
で
は
、
「
山
訟
」
す
な
わ
ち
墓
地
に
か
か
わ
る
紛
争
が
全
体
の
六
割
を
越
え
る
。
具
体
的
に
は
、
埋
葬
を
妨
害
さ

　
　
れ
た
と
か
、
自
家
墓
地
の
近
く
に
許
可
な
く
楡
葬
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
墓
域
の
松
椴
を
伐
採
さ
れ
た
と
い
っ
た
主
張
で
あ
り
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

て
　
態
と
し
て
は
墓
地
の
境
域
を
め
ぐ
る
争
い
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
九
世
紀
に
急
増
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
在
地

いつ
　
　
士
族
が
か
か
え
る
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ類
　
　
　
次
い
で
多
い
の
が
耕
作
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
「
土
地
紛
争
」
で
、
し
ば
し
ば
元
隻
に
よ
る
盗
売
を
主
張
す
る
。
こ
の
山
訟
と

志囁
　
　
土
地
紛
争
で
訴
訟
所
志
類
の
九
割
弱
を
占
め
る
。
「
奴
脾
紛
争
」
は
奴
碑
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
。
「
庄
民
拒
納
」
と
あ
る
の
は

蘇
「
所
産
物
種
」
を
納
め
な
い
庄
民
を
訴
え
る
も
の
。
「
債
銭
紛
争
」
は
債
銭
を
返
済
し
な
い
元
隻
を
訴
え
る
も
の
、
「
賦
役
紛
争
」

ヨ射
　
　
は
二
つ
の
洞
里
の
間
で
の
賦
役
負
担
を
め
ぐ
る
紛
争
、
「
そ
の
他
」
は
家
舎
紛
争
、
窃
盗
、
謳
告
な
ど
で
あ
る
。

蟻
　
さ
ら
に
以
上
の
内
容
別
の
所
志
類
を
・
提
出
者
が
所
志
類
伝
来
家
門
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
も
の
（
豪
門
提
出
L
）
と
、
当
該

醜
家
門
と
の
直
接
の
関
係
を
見
出
せ
ず
・
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
別
途
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
所
志
類
（
「
別
途
伝
来
」
）
と
の

朝李
　
　
別
に
よ
っ
て
分
け
て
示
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
提
出
者
が
例
え
ば
「
金
生
員
宅
奴
某
」
と
い
っ
た
「
某
宅
奴
脾
」
形
式
の
も
の

　
　
で
、
そ
の
上
典
が
伝
来
家
門
の
一
員
で
あ
る
場
合
は
「
家
門
提
出
」
に
分
類
し
て
い
る
。

　
　
　
表
3
に
あ
る
よ
う
に
別
途
伝
来
が
請
願
で
七
二
件
、
訴
訟
で
三
二
件
、
あ
わ
せ
る
と
四
分
の
一
強
を
占
め
、
施
表
の
請
願
と
土

　
　
地
紛
争
に
多
い
。
族
表
請
願
の
場
合
、
推
薦
さ
れ
て
い
る
人
物
は
す
べ
て
伝
来
家
門
の
一
員
で
あ
る
が
、
提
出
し
て
い
る
推
薦
者

　
　
は
同
じ
邑
や
面
、
と
き
に
道
内
各
地
の
士
族
（
儒
生
）
の
連
名
で
あ
り
、
所
志
類
が
官
か
ら
返
却
さ
れ
た
後
に
、
推
薦
さ
れ
た
族

1
3
@
　
表
候
補
者
自
身
な
い
し
家
族
に
渡
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
土
地
紛
争
関
係
の
所
志
類
は
、
土
地
の
売
買
に
と
も
な
い
土
地



4
　
　
の
権
利
関
係
文
書
の
一
つ
と
し
て
買
主
に
伝
来
さ
れ
た
も
の

ー　
　
と
思
わ
れ
る
。
土
地
や
奴
脾
の
売
買
所
志
類
や
土
地
立
案
所

　
　
志
類
も
同
様
に
新
た
な
売
買
に
と
も
な
っ
て
過
去
の
所
志
類

　
　
が
伝
来
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
在
地
士
族
家
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

　
　
伝
来
所
志
類
と
い
っ
て
も
、
伝
来
の
過
程
は
一
様
で
は
な
い
。
　
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

　
　
ま
た
前
に
も
触
れ
た
が
、
各
家
門
で
作
成
・
提
出
し
た
所
志
　
　
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

講
類
の
中
に
嫉
同
様
の
理
由
で
逆
に
他
に
移
っ
た
も
の
も
あ
矧

掬
　
　
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝

究
　
な
お
、
表
で
は
示
さ
な
か
っ
た
が
所
志
類
の
内
容
を
家
門
知

研
　
　
別
に
み
る
と
、
奴
碑
買
得
、
施
表
請
願
、
賦
役
免
除
、
山
訟
、

学
科
　
　
土
地
紛
争
と
い
っ
た
所
志
類
数
の
多
い
も
の
は
、
特
定
の
家

文
　
　
門
に
限
る
こ
と
な
く
各
家
門
に
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
奴

人
脾
買
得
は
・
扶
安
金
氏
A
八
件
・
海
事
氏
＝
西
件
・
全
州

　
　
李
氏
四
件
、
威
陽
呉
氏
二
一
件
と
な
っ
て
お
り
、
旛
表
は
、
扶
安
金
氏
A
四
件
、
扶
安
金
氏
C
二
二
件
、
全
州
李
氏
八
件
、
威
陽

　
　
呉
氏
二
件
と
い
う
分
布
。
同
じ
く
賦
役
免
除
で
は
扶
安
金
氏
A
二
件
、
扶
安
金
氏
C
八
件
、
海
南
サ
氏
一
一
件
、
全
州
李
氏
二
件

　
　
と
な
っ
て
い
る
。
山
訟
は
扶
安
金
氏
A
一
七
件
、
扶
安
金
氏
B
九
件
、
海
南
サ
氏
＝
件
、
全
州
李
氏
七
一
件
、
威
陽
呉
氏
三
五

　
　
件
で
あ
り
、
土
地
紛
争
で
は
扶
安
金
氏
A
六
件
、
海
南
サ
氏
二
八
件
、
全
州
李
氏
一
七
件
と
な
っ
て
い
る
。
家
門
提
出
分
に
限
っ

　
　
て
も
、
別
途
伝
来
の
み
の
施
表
を
別
に
す
る
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
　
こ
う
し
た
請
願
・
訴
訟
の
内
容
を
民
状
置
簿
冊
と
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
相
違
が
あ
る
。
金
仁
木
…
氏
の
研
究
に
よ
る
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と
、
全
羅
道
霊
巌
郡
の
一
八
三
八
年
七
月
の
「
霊
巌
郡
所
謄

　
　
書
冊
」
に
は
、
合
計
一
八
七
件
の
請
願
・
提
訴
が
記
録
さ
れ

　
　
て
お
り
、
う
ち
一
一
八
件
は
田
政
・
軍
政
・
還
政
な
ど
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
で
賦
役
免
除
の
請
願
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
紛
争
に
か
か
わ

　
　
る
も
の
は
四
八
件
で
、
そ
の
中
で
山
訟
は
四
件
に
す
ぎ
な
い
。

て
　
　
い
わ
ゆ
る
民
状
置
簿
冊
に
本
稿
で
所
志
類
と
し
て
い
る
も
の

つ
い

ﾌ
す
べ
て
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
は
蟹
な
騰

こ

襯
吟
味
が
必
要
で
萱
対
象
と
す
る
時
期
の
灘
も
暴
る
職

囁
の
で
、
安
易
に
結
論
を
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
鵬

麻
少
な
く
と
も
士
族
に
限
ら
な
い
広
範
な
民
の
請
願
・
訴
訟
と
曜

朗
士
族
の
そ
れ
と
の
違
い
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
。
　
纐

蟻
　
ま
た
・
所
志
類
の
中
に
は
同
じ
案
件
に
つ
い
て
く
り
返
し
所

鞭
提
出
し
て
い
る
例
が
あ
嚢
潅
内
容
別
の
所
士
心
襲
刻

李
　
　
同
じ
案
件
の
所
志
類
を
ま
と
め
て
一
件
と
し
た
案
件
数
、
そ

　
　
の
う
ち
所
志
類
が
二
回
以
上
提
出
さ
れ
て
い
る
件
数
、
提
出

　
　
期
間
と
回
数
の
最
大
値
と
平
均
値
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
請
願
所
志
類
で
は
、
施
表
請
願
が
所
志
類
数
三
六
に
た
い

　
　
し
案
件
数
四
、
す
べ
て
の
案
件
が
二
回
以
上
提
出
さ
れ
て
お

ら
ー
　
り
、
最
多
の
も
の
で
四
一
年
の
間
に
二
二
回
の
提
出
、
平
均

数
回
均
平
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6
　
す
る
と
一
八
・
三
年
で
九
・
○
回
と
、
長
期
間
に
わ
た
り
く
り
返
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
族
表
を
除
く
と
請
願
で
は
同
じ

1　
　
案
件
に
つ
き
再
提
出
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
合
計
で
も
一
七
二
件
の
所
志
類
に
＝
一
＝
案
件
、
平
均
一
・
七
年
で
一
・
四
回
と
な
っ

　
　
て
い
る
。

　
　
　
訴
訟
で
は
、
山
訟
が
一
四
三
件
の
所
志
類
に
五
五
案
件
、
う
ち
二
一
二
案
件
は
二
回
以
上
の
提
訴
で
、
最
長
が
二
〇
年
、
最
多
が

　
　
　
一
九
回
、
一
回
の
み
の
も
の
を
含
め
た
平
均
が
二
・
○
年
で
二
・
六
回
と
な
る
。
土
地
紛
争
は
所
志
類
五
一
件
に
二
一
案
件
、
う

　
　
ち
九
案
件
が
複
数
回
提
出
し
て
お
り
、
最
長
五
四
年
、
最
多
＝
回
、
平
均
し
て
四
・
八
年
で
二
・
三
回
で
あ
る
。
た
だ
土
地
紛

　
　
争
の
場
合
、
二
年
以
上
に
わ
た
る
の
は
五
件
で
、
そ
の
う
ち
二
件
が
五
四
年
と
二
八
年
と
長
い
た
め
平
均
年
数
が
高
く
な
っ
て
い

輯期
る
。
訴
訟
所
志
類
を
ま
と
め
る
と
、
棄
件
あ
た
り
平
均
二
．
八
年
で
二
．
四
回
と
請
願
よ
り
も
高
い
値
が
出
る
。

究
　
　
　
再
提
出
す
る
か
ど
う
か
は
、
初
め
に
出
し
た
所
志
類
に
官
の
側
が
ど
う
い
う
回
答
を
す
る
か
に
大
き
く
よ
る
の
で
あ
る
が
、
族

研
　
　
表
請
願
と
各
種
訴
訟
は
し
ば
し
ば
一
回
で
お
わ
ら
ず
長
期
間
に
わ
た
っ
て
所
志
類
が
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し

学
　
　
て
お
き
た
い
。

科文
人
　
　
（
2
）
提
出
者
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
提
出
者
は
居
住
地
と
名
前
の
ほ
か
に
身
分
・
職
役
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
名
称
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
身
分
・

　
　
職
役
別
の
所
志
類
の
数
を
示
し
た
の
が
表
5
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
史
料
に
現
れ
る
名
称
を
そ
の
ま
ま
と
っ
た
が
、
官
職
な
い
し

　
　
前
官
職
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
括
し
た
。
具
体
的
に
は
、
「
前
府
使
」
「
訓
練
院
奉
事
」
「
前
別
座
」
「
前
都
事
」
「
行
参
奉
」

　
　
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
某
宅
奴
脾
」
は
、
例
え
ば
「
金
生
員
宅
奴
某
」
と
い
っ
た
形
の
表
記
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
奴
碑
が

　
　
上
典
（
主
人
）
の
代
理
と
し
て
提
出
し
て
い
る
所
志
類
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
碑
は
一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
「
奴
碑
」
は
「
某
宅
」

　
　
が
つ
か
な
い
「
奴
」
「
脾
」
な
い
し
「
私
奴
」
「
私
脾
」
を
一
括
し
た
も
の
で
、
碑
は
一
例
で
あ
る
。
提
出
者
が
複
数
の
と
き
に
は



　
　
筆
頭
者
の
身
分
・
職
役
を
と
っ

　
　
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
、
表
5
「
家
門
提
出
」

　
　
で
は
、
幼
学
、
化
民
幼
学
、
化

　
　
民
、
罪
民
、
某
宅
奴
脾
な
ど
が
　
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職

K
多
い
。
．
」
の
「
化
民
」
を
名
乗
伽

つ
る
例
に
は
奴
碑
を
は
じ
め
士
族
身

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者

頗
で
な
い
こ
と
の
明
ら
か
な
者
は
出

志
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提

噺
な
く
、
次
の
史
料
か
ら
み
て
幼
5

麻
学
と
同
じ
く
士
族
を
任
ず
る
者
表

ヨ蜘
　
　
の
称
と
推
測
さ
れ
る
。

族士
　
［
史
料
5
］

地
在
　
　
　
扶
安
居
罪
民
金
鳳
九

朝
李
　
　
右
謹
言
、
民
之
親
葬
、
去
初
二

　
　
日
定
行
干
下
西
面
辺
山
広
渓
前
麓
是
白
加
尼
、
野
営
村
李
顕
淳
為
名
漢
、
称
以
山
主
、
抜
劔
行
悪
…
不
意
今
者
構
謳
先
呈
、

　
　
至
於
図
形
是
乎
所
、
揆
以
法
理
…
常
漢
之
於
士
夫
、
非
可
禁
処
也
、
且
渠
之
状
内
、
称
以
口
民
、
直
書
民
之
姓
名
、
則
渠
以

　
　
賎
漢
、
欺
官
凌
班
之
罪
、
犯
分
之
大
者
也
、
伏
乞
山
地
緊
歌
、
班
常
等
分
、
依
法
典
決
処
後
、
右
漢
抜
劔
行
悪
之
罪
、
請
和
起
訟

　
　
之
好
、
以
漢
称
民
之
罪
、
＝
厳
治
之
地
為
白
只
為

　
－
　
行
下
向
教
是
事

計
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8
　
城
主
処
分

1　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
丁
巳
潤
五
月
日
　
　
（
以
下
略
、
口
は
釈
文
で
き
な
い
字
）

　
　
　
こ
れ
は
扶
安
県
に
住
む
金
鳳
九
が
親
の
埋
葬
に
あ
た
っ
て
李
顕
淳
と
い
う
人
物
か
ら
妨
害
を
受
け
、
さ
ら
に
李
顕
淳
が
官
に
提

　
　
訴
し
た
た
め
対
抗
し
て
県
の
守
令
に
提
出
し
た
所
志
で
あ
る
。
丁
巳
年
は
一
八
五
七
年
に
あ
た
る
。
金
鳳
九
の
称
し
て
い
る
罪
民

　
　
と
は
喪
中
に
あ
る
者
の
称
で
あ
り
、
戸
口
単
子
の
職
役
は
幼
学
、
直
系
祖
先
に
は
文
科
及
第
者
や
実
職
に
就
い
た
者
が
い
る
人
物

　
　
で
あ
る
。
引
用
史
料
中
で
も
班
口
両
班
、
士
族
で
あ
る
こ
と
を
自
任
し
て
い
る
。
対
し
て
元
隻
の
李
顕
淳
に
つ
い
て
は
「
常
漢
」

　
　
　
「
賎
漢
」
「
班
常
等
分
」
と
い
う
表
現
か
ら
み
て
、
常
漢
（
常
民
）
と
み
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

講
卿
　
　
李
顕
淳
が
自
ら
を
「
口
民
」
と
称
し
て
い
る
が
こ
れ
は
「
以
漢
称
民
之
罪
」
に
あ
た
る
と
い
う
金
鳳
九
の
主
張
で
あ
る
。
「
口
民
」

究
　
　
は
他
の
所
志
類
か
ら
考
え
て
「
化
民
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
常
漢
は
「
民
」
を
称
す
る
こ
と

研
　
　
は
で
き
な
い
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
科
　
　
　
も
ち
ろ
ん
化
民
に
せ
よ
幼
学
に
せ
よ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
称
で
あ
っ
て
、
こ
の
史
料
の
よ
う
に
冒
称
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ

文
　
　
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
扱
う
各
家
門
は
士
族
と
し
て
の
出
自
が
明
確
で
あ
り
、
所
蔵
家
提
出
分
に
つ
い
て
は
と
く

人
に
疑
う
必
要
は
な
か
ろ
う
・

　
　
　
所
志
類
伝
来
家
門
提
出
の
所
志
類
に
以
上
の
よ
う
な
身
分
・
職
役
が
多
い
の
は
当
然
と
い
え
る
が
、
「
別
途
伝
来
」
で
は
施
表

　
　
請
願
の
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
儒
生
」
が
目
立
つ
ほ
か
、
「
書
員
」
や
「
洞
里
任
」
、
「
僧
」
、
「
某
宅
」
を
と
も
な
わ
な

　
　
い
「
奴
碑
」
な
ど
多
様
な
身
分
・
職
役
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
奴
碑
」
の
多
く
は
奴
碑
自
ら
が
自
身
の
問
題
に
つ
い
て
提
出

　
　
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
上
典
の
代
理
と
思
わ
れ
る
も
の
も
若
干
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
さ
ら
に
身
分
・
職
役
と
所
志
類
の
内
容
と
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
奴
碑
売
買
で
は
六
七
件
中
、
幼
学
一
八
件
、
某
宅
奴
脾
三

　
　
〇
件
が
お
も
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
施
表
請
願
は
三
六
件
の
う
ち
二
〇
件
が
儒
生
、
そ
の
他
も
進
士
・
幼
学
・
化
民
が
占
め
、
某
宅



　
　
奴
碑
形
式
は
な
い
。
山
訟
一
四
三
件
中
で
は
、
化
民
九
〇
件
、
化
民
幼
学
一
四
件
、
幼
学
が
一

　
　
三
件
と
、
化
民
な
い
し
幼
学
の
あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
大
半
を
占
め
、
某
宅
奴
脾
は
三
件
に
と
ど

　
　
ま
る
。
土
地
紛
争
は
全
五
一
件
の
中
で
化
民
一
一
件
、
化
民
幼
学
四
件
、
幼
学
二
件
、
某
宅
奴

　
　
碑
一
二
件
、
奴
碑
八
件
、
僧
一
〇
件
、
そ
の
他
四
件
と
な
っ
て
い
る
。
施
表
請
願
や
山
訟
と
い
っ

　
　
た
道
徳
規
範
や
祖
先
祭
祀
に
か
か
わ
る
案
件
は
士
族
自
ら
が
所
志
類
を
提
出
す
る
場
合
が
多
く
、
　
剃

て
そ
れ
以
外
の
経
済
的
な
問
題
は
騒
を
代
理
と
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
働

帥
　
次
に
提
出
者
が
単
独
か
複
数
の
連
名
か
を
み
る
と
・
全
三
八
九
件
中
西
六
件
が
連
名
で
提
躁

綜
出
し
て
い
る
・
山
訟
九
六
件
（
山
訟
全
体
の
六
七
゜
一
％
）
・
嚢
請
願
三
六
件
（
嚢
請
願
隈

欝
竪
％
雛
黙
鐸
糠
初
瀬
難
縫
郭
議
醗
繍

額
儒
林
の
総
意
と
し
て
推
薦
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
が
一
般
的
な
た
め
で
あ
る
。
身
分
・
職
役
濃

蟻
は
化
民
゜
幼
学
儒
生
で
大
半
を
占
め
る
・
興
味
深
い
も
の
で
は
山
訟
に
関
し
て
洞
の
「
上
下
働

醜
民
人
」
が
提
訴
し
て
い
る
例
杢
件
あ
り
・
幼
学
一
〇
名
・
下
人
三
三
名
が
署
名
し
て
い
誤

輔
麓
こ
の
下
人
は
す
べ
て
姓
が
な
く
名
の
み
で
お
そ
ら
く
は
餐
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁

　
　
　
（
3
）
元
隻

　
　
　
表
6
は
、
訴
訟
所
志
類
に
現
れ
た
元
隻
（
被
告
）
に
関
す
る
情
報
を
伝
来
家
門
提
出
案
件
に

　
　
つ
い
て
の
み
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
提
出
者
は
在
地
士
族
に
限
ら
れ
、
在
地
士

1
9
@
　
族
が
ど
う
い
う
人
物
を
元
隻
と
し
て
争
っ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
案
件
の
場
合
元
隻

計

8
0

明
不

9

9

他
の
ぞ

Q
）
　
2
　
1
⊥
　
－
よ

1
3

み
の
名
姓

7
8
　
2

9

碑
奴

－
⊥
　
n
∠
　
0
ρ
　
　
　
　
　
　
－
⊥

7

漢

1
1 R
　
　
　
1

1
5

属
吏

ρ
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
↓

7

族
士

0
0
　
2
　
9
自
　
　
　
　
　
－
8

族
親

7
　
ぼ
）

1
2

計



o
　
　
は
共
通
す
る
の
で
、
所
志
類
数
で
は
な
く
案
件
数
で
み
て
い
る
。
な
お
、
賦
役
紛
争
は
所
蔵
家
提
出
案
件
が
な
い
た
め
表
か
ら
省

2
　
　
い
た
。

　
　
　
若
干
説
明
を
加
え
る
と
、
「
親
族
」
は
所
志
類
に
「
同
宗
人
」
や
「
族
人
」
な
ど
親
族
関
係
の
記
述
が
あ
る
者
で
、
母
方
や
女

　
　
子
で
つ
な
が
る
異
姓
親
族
も
含
め
て
い
る
。
「
士
族
」
と
し
た
の
は
「
某
班
」
「
班
民
」
「
某
生
員
」
な
ど
、
「
吏
属
」
は
「
下
吏
」

　
　
と
「
書
員
」
、
「
漢
」
は
「
常
漢
」
「
某
為
名
漢
」
「
富
漢
」
な
ど
「
漢
」
を
含
む
呼
称
で
表
記
さ
れ
て
い
る
例
を
ま
と
め
た
が
、
す

　
　
べ
て
常
漢
と
み
な
せ
る
か
は
確
か
で
な
い
。
「
そ
の
他
」
に
は
「
某
為
名
人
」
「
洞
長
」
「
村
民
」
「
庄
民
」
「
難
食
輩
」
「
某
寄
」
な

　
　
ど
を
入
れ
た
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
提
出
者
（
元
告
）
の
表
現
で
あ
り
、
元
隻
が
自
認
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

講
卿
　
　
　
こ
の
表
を
み
る
と
、
元
隻
は
多
様
で
あ
り
、
と
く
に
案
件
数
の
多
い
山
訟
と
土
地
紛
争
で
は
親
族
を
相
手
と
す
る
訴
訟
も
少
な

究
　
　
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

研
　
　
［
事
例
1
］
　
扶
安
県
立
下
面
に
住
む
金
鼎
烈
の
九
代
祖
の
墓
は
、
金
氏
諸
宗
の
先
山
地
で
あ
る
扶
安
席
洞
山
に
あ
り
、
こ
の
山
に

学
科
　
　
金
氏
諸
宗
は
墓
か
ら
の
歩
数
、
主
脈
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
入
葬
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
癸
巳
年
（
一
七
七
三
年
）
金
鼎
烈
が
九

文
　
　
代
祖
墓
下
に
母
親
を
埋
葬
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
同
宗
金
敬
孝
が
自
ら
の
親
の
墓
に
近
い
こ
と
を
理
由
に
妨
害
し
た
た
め
、
扶

人
　
　
安
県
の
守
令
に
提
訴
し
て
い
庵

　
　
［
事
例
2
］
　
扶
安
県
の
金
生
員
宅
に
伝
来
し
て
き
た
扶
安
県
内
の
土
地
二
か
所
合
計
二
〇
斗
落
を
、
金
生
員
宅
の
庶
従
叔
に
あ
た

　
　
る
両
班
と
金
大
成
と
い
う
人
物
が
無
知
富
漢
に
暗
売
し
、
さ
ら
に
庶
従
叔
両
班
の
従
兄
が
金
生
員
宅
の
土
地
四
斗
落
を
別
な
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
に
売
却
し
た
た
め
、
辛
丑
年
（
一
七
八
一
年
）
扶
安
の
守
令
に
訴
え
て
い
る
。

　
　
　
李
朝
後
期
、
父
系
親
族
集
団
の
結
合
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に

　
　
親
族
集
団
内
部
で
の
対
立
を
は
ら
む
も
の
で
も
あ
り
、
と
き
に
は
親
族
集
団
の
中
で
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
提
訴
に
い
た
る

　
　
場
合
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
ま
た
表
6
に
は
良
役
に
冒
属
を
図
っ
た
と
し
て
自
己
所
有
の
奴
を
訴
え
た
り
、
賭
地
（
小
作
料
）
の
納
入
を
拒
否
す
る
自
己
農

　
　
庄
の
作
者
を
提
訴
し
た
臨
冠
庄
民
が
庄
主
に
納
め
て
い
た
「
所
産
物
種
」
の
軽
減
を
求
め
て
官
に
提
訴
し
た
た
め
庄
主
が
対
抗
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
庄
民
を
訴
え
て
い
る
例
な
ど
が
あ
り
、
奴
碑
や
小
作
人
に
た
い
す
る
在
地
士
族
の
強
制
力
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
く
、

　
　
官
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
さ
ら
に
所
志
類
の
記
述
を
み
る
と
、
右
に
あ
げ
た
庄
民
の
例
の
よ
う
に
、
元
隻
は
一
方
的
に
訴
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
同

て
　
　
じ
紛
争
に
関
し
て
逆
に
提
出
者
（
元
告
）
を
訴
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
全
八
〇
件
の
う
ち
一
六
件
が
相
互
に
提
訴
し
て
お
り
、
内

訓
　
　
訳
は
親
族
六
件
、
士
族
二
件
、
漢
三
件
、
奴
脾
一
件
、
姓
名
の
み
二
件
、
そ
の
他
二
件
（
庄
民
・
洞
長
）
で
あ
る
。
常
漢
や
奴
碑

に
頗
　
　
と
い
え
ど
、
士
族
に
対
抗
し
て
提
訴
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

志

噺
麻
　
（
4
）
提
出
先

ヨ卿
　
　
　
次
い
で
、
所
志
類
の
提
出
先
を
全
三
八
九
件
に
つ
い
て
内
容
別
に
み
た
の
が
、
表
7
で
あ
る
。

蟻
　
比
率
で
い
っ
て
請
願
所
志
類
の
七
四
゜
四
％
・
訴
訟
所
志
類
の
八
八
・
五
％
は
各
邑
の
守
令
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
次
に
多
い

碗
の
は
道
の
襲
使
・
嚢
請
願
に
は
暗
行
御
史
も
少
な
く
な
い
・
奴
碑
買
得
は
中
央
官
司
に
も
八
件
出
さ
れ
て
い
る
が
・
こ
れ
は

朝李
　
す
べ
て
奴
碑
売
買
を
管
掌
す
る
掌
隷
院
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
施
表
請
願
で
は
中
央
で
旛
表
を
管
掌
す
る
礼
曹
の
判
書
、

　
　
あ
る
い
は
領
議
政
と
い
っ
た
高
官
あ
て
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
表
で
「
他
」
と
し
た
の
は
、
道
の
兵
使
（
兵
馬
節
度
使
）
や
倉
節
　
，

　
　
制
使
と
い
っ
た
武
官
に
軍
役
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
き
提
出
し
た
所
志
類
が
お
も
で
あ
る
。

　
　
　
さ
ら
に
複
数
回
提
出
さ
れ
て
い
る
案
件
に
つ
い
て
提
出
先
を
み
る
と
、
守
令
に
の
み
く
り
返
し
出
し
て
い
る
例
が
多
い
が
、
守

　
　
令
に
加
え
観
察
使
や
暗
行
御
史
、
中
央
官
司
な
ど
様
々
な
と
こ
ろ
に
提
出
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
施
表
で
は
守
令
の
み
と
い
う
案

2
1
@
件
は
な
く
、
ど
れ
も
観
察
使
・
暗
行
御
史
・
中
央
官
司
の
い
ず
れ
か
、
な
い
し
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
。
賦
役
免
除
の
請
願
で
は



2
　
　
四
案
件
中
の
三
件
は
守
令
の
み
で
あ
る
が
、
一
件
は
守
令
と

2　
　
倉
節
制
使
に
出
さ
れ
、
山
訟
は
二
三
件
中
一
四
件
は
守
令
の

　
　
み
、
九
件
が
守
令
に
加
え
観
察
使
な
い
し
暗
行
御
史
に
も
提

　
　
出
し
て
い
る
。
土
地
紛
争
で
は
二
件
が
守
令
と
観
察
使
に
、

　
　
七
件
は
守
令
だ
け
に
複
数
回
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
守
令
以

　
　
外
に
の
み
提
出
さ
れ
て
い
る
案
件
は
わ
ず
か
で
、
例
え
ば
観

瀧
縫
籍
に
韓
翻
蒲
鴇
に
㍍
は
跣

究
　
嚢
請
願
の
場
負
守
令
に
縫
表
を
決
定
す
る
権
限
は
曜

研
な
く
、
守
令
が
邑
内
の
嚢
候
薯
を
襲
使
に
報
告
し
、
纐

群
さ
ら
に
襲
使
か
ら
礼
曹
と
い
う
段
階
を
踏
む
中
で
候
響
肺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

文
　
　
を
し
ぼ
り
、
議
政
府
で
検
討
し
た
上
、
最
終
的
に
は
国
王
の
　
　
表

人
　
　
認
可
が
必
要
で
あ
つ
福
叱
そ
こ
で
推
薦
す
る
側
も
守
令
の
み

　
　
な
ら
ず
観
察
使
や
中
央
の
礼
曹
判
書
、
領
議
政
に
ま
で
請
願

　
　
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
雄
表
以
外
の
本
稿
で
対
象
と
す
る
事
例
は
、
軍
役
関
係
の

　
　
一
部
と
山
訟
の
う
ち
墓
の
暗
掘
な
ど
重
罪
と
さ
れ
る
案
件
を

　
　
別
に
す
る
と
守
令
が
決
定
の
権
限
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
ま

　
　
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
所
志
類
は
ま
ず
は
各
邑
の
守
令
に
提
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出
さ
れ
、
同
じ
案
件
に
つ
い
て
複
数
回
出
す
場
合
も
守
令
に
く
り
返
し
提
出
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

　
　
守
令
段
階
で
多
く
の
問
題
は
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
守
令
の
判
断
に
不
満
な
場
合
は
観
察
使
や
暗
行
御
史
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
に
所
志
類
を
提
出
す
る
道
も
実
態
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
提
出
先
と
提
出
者
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
守
令
へ
の
提
出
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
提
出
者
の
住

　
　
む
邑
の
守
令
に
出
す
と
は
限
ら
ず
、
請
願
一
二
八
件
中
二
五
件
、
訴
訟
一
九
二
件
中
四
二
件
は
異
な
る
邑
の
守
令
に
提
出
さ
れ
て

て
　
　
い
る
。
判
明
す
る
限
り
で
は
、
売
買
の
認
証
を
求
め
る
場
合
に
は
売
主
の
住
む
邑
、
そ
の
他
の
請
願
で
は
請
願
の
対
象
と
な
る
物

瓠
　
件
・
人
物
の
所
在
す
る
邑
、
訴
訟
で
は
紛
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
件
の
所
在
す
る
邑
に
出
す
例
が
大
半
を
占
め
、
提
出
者
の

に類
　
　
居
住
地
と
提
出
先
に
強
い
関
係
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
奴
碑
の
売
買
に
お
い
て
、
買
主
と
同
じ
邑
に
住
む
奴
碑
を
買
得
し

志噺
て
も
、
売
主
が
異
な
る
邑
に
住
ん
で
い
た
ら
、
そ
の
売
主
の
口
巴
に
所
志
を
提
出
し
て
い
る
。
土
地
立
案
の
申
請
で
は
問
題
と
な
る

麻
土
地
の
所
在
す
る
邑
に
、
嚢
請
願
で
は
推
薦
さ
れ
る
人
物
の
住
む
．
巴
に
出
し
て
い
る
。
山
訟
や
土
地
紛
争
な
ど
訴
訟
所
志
類
で

ヨ騨
　
　
も
、
多
く
の
場
合
提
出
者
や
元
隻
の
居
住
地
よ
り
も
紛
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
墓
地
や
土
地
の
所
在
地
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。

嫉
　
た
だ
し
・
数
は
少
な
い
と
は
い
え
次
の
よ
う
な
例
も
み
ら
れ
・
興
味
深
い
・

醜
［
事
例
三
藷
民
覇
峯
は
康
建
あ
る
墓
地
を
め
ぐ
り
同
じ
く
摩
に
住
む
同
宗
の
人
物
と
争
い
・
窪
県
に
天
九
〇

朝
李
　
　
年
か
ら
九
三
年
二
月
に
か
け
て
四
度
に
わ
た
り
提
訴
し
た
が
、
康
津
の
守
令
は
明
確
な
判
断
を
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
八
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
三
年
八
月
に
海
南
県
の
守
令
に
同
じ
問
題
に
つ
き
訴
え
て
い
る
。

　
　
［
事
例
4
］
　
一
八
六
五
年
、
海
南
県
一
面
蓮
洞
サ
生
員
宅
が
所
有
す
る
陳
田
と
し
て
免
税
扱
い
の
海
南
県
内
一
結
三
三
ト
の
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
に
県
が
柾
徴
を
図
っ
た
の
で
、
サ
生
員
宅
で
は
順
天
府
使
に
免
税
の
確
認
を
求
め
訴
え
て
い
る
。

　
　
［
事
例
5
」
　
興
徳
県
に
住
む
金
聖
厚
は
霊
光
郡
に
祖
先
の
墓
が
あ
っ
た
が
、
戊
申
年
に
そ
の
墓
地
の
松
椴
を
茂
長
県
居
住
の
呉
元

2
3
@
孝
が
無
断
で
伐
採
し
た
た
め
、
墓
の
あ
る
霊
光
郡
に
訴
え
た
と
こ
ろ
、
元
隻
が
住
む
茂
長
に
提
訴
せ
よ
と
い
う
題
を
受
け
た
。
そ



4
　
　
こ
で
茂
長
県
に
訴
え
る
と
墓
の
あ
る
霊
光
に
提
訴
せ
よ
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
た
め
、
金
聖
厚
は
水
営
（
水
軍
節
度
使
の
軍
営
、

2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
お
そ
ら
く
全
羅
道
右
水
営
か
）
に
提
訴
し
て
い
る
。

　
　
　
前
述
し
た
と
お
り
一
般
に
守
令
の
判
断
に
不
満
が
あ
る
場
合
は
道
の
観
察
使
に
提
訴
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
と
き
に

　
　
は
別
な
邑
の
守
令
、
あ
る
い
は
軍
営
な
ど
様
々
な
経
路
に
よ
り
自
己
の
要
求
の
実
現
を
図
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
（
5
）
題
辞
…
所
志
類
提
出
後
の
経
過

　
　
　
で
は
、
所
志
類
を
受
理
し
た
官
は
ど
う
い
う
対
応
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

輯細
　
請
願
所
志
類
の
場
A
・
、
嚢
請
願
を
除
く
と
請
願
を
認
め
る
題
（
題
辞
）
や
立
案
を
出
し
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
れ
は
表
3
に

究
　
　
み
た
よ
う
に
、
施
表
請
願
以
外
で
は
同
じ
案
件
に
関
す
る
所
志
類
の
再
提
出
が
少
な
い
こ
と
と
対
応
す
る
。
奴
碑
．
土
地
の
売
買

研
　
　
で
は
、
売
買
明
文
と
売
主
・
証
人
の
招
辞
が
提
出
さ
れ
た
上
で
売
買
を
認
可
す
る
立
案
が
発
給
さ
れ
て
お
り
、
所
志
に
は
題
を
つ

学
科
　
　
け
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
土
地
立
案
で
は
、
立
案
発
給
を
認
め
て
い
る
題
も
あ
れ
ば
、
題
と
し
て
は
面
任
な
ど
に
申
請
さ
れ

文
　
　
た
土
地
が
無
主
で
あ
る
か
ど
う
か
の
調
査
を
命
じ
、
所
志
類
に
粘
連
し
て
立
案
が
出
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
施
表
請
願
の
題
は

人
　
　
「
姑
為
退
侯
向
事
」
や
「
当
倹
博
采
向
事
」
な
ど
・
ρ
守
令
゜
観
察
使
と
も
扱
い
を
保
留
し
て
い
る
例
が
多
い
。
こ
れ
は
先
に
述
べ

　
　
た
守
令
・
観
察
使
は
施
表
候
補
者
を
選
ぶ
権
限
し
か
も
た
な
い
と
い
う
施
表
決
定
の
制
度
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

　
　
施
表
が
決
ま
る
ま
で
く
り
返
し
請
願
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
－
・

　
　
　
訴
訟
所
志
類
の
題
に
つ
い
て
、
守
令
へ
の
提
出
分
一
九
二
件
を
ま
と
め
た
の
が
表
8
で
あ
る
。

　
　
　
「
認
容
」
は
提
出
者
の
主
張
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
は
単
に
認
め
る
と
い
う
だ
け
の
題
と
、
認
め
た
上
で

　
　
何
ら
か
の
処
置
・
処
罰
を
命
じ
て
い
る
題
と
が
あ
る
。
「
官
調
査
」
と
し
た
の
は
官
に
よ
る
調
査
な
い
し
審
理
に
該
当
す
る
も
の

　
　
で
、
提
訴
さ
れ
た
案
件
に
つ
き
郷
吏
・
将
校
・
座
首
・
面
任
な
ど
に
調
査
・
報
告
を
命
じ
た
り
、
あ
る
い
は
守
令
が
み
ず
か
ら
親



　
　
審
す
る
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
元
隻
捉
来
」
は
裁
判
開
始
（
始
訟
）
の
第
一
段
階
と
し
て
元
隻
（
被
告
）
の
捉
来

　
　
　
（
召
喚
）
を
命
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
郷
吏
な
ど
官
属
に
捉
来
を
命
じ
て
い
る
題
と
、

　
　
元
告
（
原
告
、
所
志
類
提
出
者
）
に
た
い
し
元
隻
の
捉
来
を
命
じ
て
い
る
題
と
が
あ
る
。

　
　
後
者
の
場
合
元
告
は
元
隻
の
も
と
に
行
き
題
を
示
し
て
出
頭
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ

て
　
　
の
元
告
へ
の
捉
来
指
示
の
多
さ
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
朴
乗
濠
氏
も
述
べ
る
よ
う
に

つ
い

ｯ
事
的
な
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
嚢
的
側
票
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
庵
と
は
い
礪

諏
え
当
事
者
主
義
が
貫
徹
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
・
元
告
の
力
で
元
隻
を
捉
来
す
る
こ
纐

鎌
案
件
・
三
例
の
み
で
・
残
り
は
蔑
・
下
吏
な
ど
士
族
と
は
み
な
せ
な
い
事
例
で
あ
る
。
守

魏
全
事
例
の
中
で
士
族
が
元
隻
に
占
め
る
比
率
か
ら
い
っ
て
・
官
属
に
よ
る
士
族
の
捉
来
は
麹

朝李
　
　
避
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
「
勧
告
」
は
親
族
間
で
の
争
訟
に
つ
き
宗
中
で
の
解
決
・
和
解
を
勧
告
な
い
し
指
示
し

　
　
て
い
る
題
で
あ
る
。
勧
告
の
対
象
に
は
元
告
と
な
ら
ん
で
宗
中
（
門
中
、
同
宗
の
組
織
）

　
　
や
そ
の
代
表
で
あ
る
門
長
が
あ
ら
わ
れ
る
。
親
族
間
の
訴
訟
の
す
べ
て
に
和
解
等
を
勧
告

　
　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
で
き
る
だ
け
介
入
を
避
け
よ
う
と
い
う
傾
向
が
う
か
が
え

2
5
@
　
る
。
「
他
手
続
」
は
文
記
の
提
出
を
命
じ
る
な
ど
、
何
ら
か
の
捉
来
以
外
の
手
続
き
的
な
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6
　
指
示
を
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

2
　
　
　
以
上
の
う
ち
現
在
の
意
味
で
の
判
決
に
近
い
も
の
は
「
認
容
」
「
棄
却
」
「
勧
告
」
で
あ
り
、
全
体
の
お
よ
そ
二
五
％
。
　
「
官
調

　
　
査
」
「
元
隻
捉
来
（
官
・
元
告
）
」
「
他
手
続
」
と
い
っ
た
訴
訟
手
続
の
一
環
と
み
ら
れ
る
も
の
が
全
体
の
六
割
近
く
を
占
め
る
。
こ

　
　
の
よ
う
に
所
志
類
の
題
は
提
出
者
の
要
求
に
た
い
す
る
何
ら
か
の
回
答
な
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
判
決
と
は
限
ら
な
い
。
所
志
類

　
　
か
ら
知
り
う
る
の
は
訴
訟
過
程
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
観
察
使
に
出
さ
れ
た
訴
訟
所
志
類
は
二
〇
件
で
あ
っ
た
が
（
表
7
）
、
そ
の
題
は
認
容
が
七
件
、
官
に
よ
る
調
査
が
一

　
　
件
、
官
に
よ
る
捉
来
三
件
、
元
告
に
よ
る
捉
来
一
件
、
棄
却
一
件
、
保
留
二
件
、
他
の
手
続
き
三
件
と
な
っ
て
い
る
。
認
容
や
官

輯綿
に
よ
る
調
査
．
捉
来
の
題
は
最
初
に
訴
訟
を
担
当
し
た
守
令
へ
の
指
示
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

究
　
　
　
個
別
の
所
志
類
の
題
は
右
に
み
た
と
お
り
な
の
で
あ
る
が
、
各
案
件
、
と
く
に
訴
訟
案
件
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
結
果
に
終

研
　
　
わ
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
所
志
類
の
題
と
は
別
に
判
決
内
容
を
記
し
た
立
案
が
作
成
さ
れ
る
こ
と

騨
も
あ
っ
た
が
、
本
稿
の
事
例
と
か
か
わ
る
妾
竺
件
が
残
る
の
み
で
、
捉
来
な
ど
手
続
的
な
題
が
出
さ
れ
る
だ
け
で
終
わ
っ
て

文
　
　
い
る
案
件
が
多
く
、
ま
た
個
々
の
所
志
類
で
は
仮
に
元
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
－
も
、
元
隻
が
納
得
せ
ず
に
提
訴
し
た
り

人
判
決
に
し
た
が
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
民
事
的
な
訴
訟
（
詞
訟
）
に
お
い
て
審
理
の
結
果
題
や
立
案
の
形
で
判
決
が
出
さ
れ
、
元
告
・
元
隻
が
そ
の
判
決
を
認
め
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
合
、
そ
れ
ぞ
れ
拷
音
と
呼
ば
れ
る
文
書
を
官
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
元
隻
の
拷
音
は
元
告
勝
訴
の
場
合
元
告
に
渡
さ

　
　
れ
た
と
み
ら
れ
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
家
門
で
も
何
通
か
の
拷
音
が
所
志
類
と
と
も
に
伝
来
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
は

　
　
少
な
く
拷
音
が
残
る
の
は
訴
訟
案
件
九
一
件
中
七
件
に
と
ど
ま
る
。
い
ず
れ
も
元
告
の
主
張
が
容
れ
ら
れ
元
隻
が
判
決
に
し
た
が

　
　
う
旨
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
判
決
が
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
案
件
の
中
に
さ
え
、
次
の
よ
う
に
判
決
．
傍
音
の
効
力

　
　
を
疑
わ
せ
る
例
が
あ
る
。



　
　
［
事
例
6
］
　
南
原
屯
徳
坊
に
住
む
化
民
李
正
鎗
の
祖
母
の
墓
の
近
く
に
常
漢
金
元
哲
が
無
断
で
父
を
埋
葬
し
た
た
め
、
李
正
鎗
は

　
　
南
原
の
守
令
に
一
八
二
三
年
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
四
度
に
わ
た
り
墓
の
掘
移
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
守
令
は
訴
え
を
認
め
て
金

　
　
元
哲
に
掘
移
を
命
じ
、
金
元
哲
も
い
っ
た
ん
は
掘
移
す
る
旨
の
拷
音
を
提
出
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
金
元
哲
は
態
度
を
か
え
て
逆

　
　
に
李
正
鎗
を
観
察
使
に
訴
え
た
た
め
、
李
正
鎗
も
観
察
使
・
守
令
へ
の
提
訴
を
く
り
返
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
南
原
の
守
令
は
掘

　
　
移
の
強
制
執
行
を
避
け
る
の
み
な
ら
ず
、
最
後
に
残
る
所
志
（
一
八
三
二
年
）
で
は
あ
ら
た
め
て
面
任
に
双
方
立
ち
会
い
の
も
と

て
　
　
で
の
現
地
調
査
を
命
じ
、
事
実
上
以
前
の
判
決
を
白
紙
に
戻
し
た
。
一
〇
年
間
に
九
度
の
提
訴
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
最
終
的

い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

つ
　
　
に
ど
の
よ
う
な
結
果
に
終
わ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

こ蜘
　
　
［
事
例
7
］
　
茂
長
に
住
む
呉
鎮
朝
一
族
の
五
代
祖
の
墓
は
霊
光
郡
に
あ
っ
た
。
一
八
一
二
年
、
そ
の
墓
の
近
く
に
金
季
観
と
い
う

志

瀬
猟
謙
詫
簗
唄
騨
慧
藻
銃
購
撲
鑑
稽
藤
辮
藻
鵬
臨
獣
獣
鯵
墾

ヨ卿
　
　
の
拷
音
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
期
限
が
過
ぎ
て
も
金
季
観
は
掘
移
せ
ず
呉
氏
は
提
訴
を
続
け
た
が
、
果
た
し
て
掘
移
が
実

嫉
行
さ
れ
た
の
か
残
る
史
料
か
ら
は
不
明
で
あ
匁

撹
　
つ
ま
り
・
た
と
え
判
決
に
あ
た
る
題
や
立
案
が
出
て
元
隻
が
拷
音
を
提
出
し
て
も
・
そ
れ
が
絶
対
的
な
効
力
を
も
つ
と
は
限
ら

朝李
　
　
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
官
の
側
も
事
例
6
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
訟
な
ど
民
事
的
な
紛
争
に
つ
い
て
は
判
決
の
執
行
を
是
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
非
に
も
強
制
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
判
決
が
容
易
に
は
確
定
ぜ
ず
効
力
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
、
紛
争
案
件
の
結
末
を
つ
か
め
な
く
し
て
い
る
要

　
　
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
私
和
が
あ
る
。

　
　
［
事
例
8
］
扶
安
に
住
む
金
基
淳
ら
扶
安
金
氏
一
門
の
代
々
の
墓
所
に
吏
属
で
あ
る
辛
東
換
が
そ
の
子
を
無
断
で
埋
葬
し
た
た
め
、

2
7
@
金
氏
一
門
は
扶
安
県
の
守
令
に
提
訴
し
た
。
す
る
と
辛
東
燥
は
非
を
認
め
て
金
氏
に
私
和
を
請
い
、
墓
を
掘
移
す
る
旨
の
手
記



8
　
　
（
手
標
）
を
金
氏
に
納
め
た
。
と
こ
ろ
が
辛
東
換
は
手
記
に
あ
る
期
限
を
過
ぎ
て
も
掘
移
せ
ず
、
金
氏
は
再
び
守
令
に
提
訴
に
い

2
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
た
っ
た
。

　
　
　
こ
の
事
例
の
よ
う
に
提
訴
後
に
元
告
と
元
隻
の
間
で
私
和
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
私
和
が
破
れ
再
提
訴
に
い
た
っ
て
い
る
例
が

　
　
八
案
件
、
私
和
に
よ
り
解
決
し
た
と
み
ら
れ
る
案
件
が
一
件
あ
る
。
だ
が
、
私
和
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
手
記
が
残
る
の
は
二
件

　
　
の
み
で
、
ほ
か
の
案
件
は
私
和
後
に
再
度
所
志
類
が
提
出
さ
れ
て
い
る
た
め
に
私
和
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
事
例
で
あ
る
。
私

　
　
和
の
際
に
手
記
を
作
ら
な
か
っ
た
り
、
手
記
が
相
手
側
に
わ
た
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
の
で
、
こ
の
ほ
か
に
私
和
に
よ
っ

　
　
て
紛
争
が
最
終
的
に
解
決
し
訴
訟
が
立
ち
消
え
に
な
っ
て
い
る
案
件
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
訴
訟
は
紛
争
解
決

輯
期
の
た
め
お
．
」
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
自
己
に
有
利
な
官
の
判
決
を
、
兄
る
．
」
と
が
優
先
さ
れ
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
訴
訟

究
　
　
の
過
程
で
私
和
と
い
う
選
択
肢
も
常
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

研
　
　
官
の
側
も
・
殺
人
な
ど
は
別
と
し
焦
遡
民
事
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
私
和
を
望
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
牧
民
書
の
一
つ
に
は

学
　
　
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

科
文
　
　
［
史
料
6
］
　
民
状
題
辞
、
与
其
所
志
之
意
相
反
則
可
謂
払
人
之
情
、
必
以
果
如
状
辞
則
某
也
所
為
万
万
無
状
、
重
治
次
捉
来
、
厳

人
題
以
給
・
使
状
者
捉
待
則
非
徒
順
人
之
情
也
・
被
訴
者
果
無
状
則
初
不
敢
接
訟
・
自
下
私
和
亀

　
　
　
民
状
（
所
志
類
）
に
は
所
志
提
出
者
の
主
張
に
配
慮
し
て
「
も
し
訴
え
の
と
お
り
で
あ
れ
ば
非
常
に
問
題
で
あ
る
。
重
治
す
る

　
　
た
め
捉
来
せ
よ
」
と
い
う
題
を
あ
た
え
、
提
出
者
に
元
隻
を
捉
来
さ
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
も
し
元
隻

　
　
　
（
被
訴
者
）
に
非
が
あ
れ
ば
彼
は
官
に
出
頭
し
て
接
訟
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
提
出
者
が
捉
来
に
出
向
い
た
と
き
に
私
和
す
る
で
あ

　
　
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
牧
民
書
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
実
態
と
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
元
告
に
捉
来
を
命
じ

　
　
る
題
が
多
い
（
表
8
）
背
景
に
は
こ
う
し
た
地
方
官
の
意
向
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



お
わ
り
に

　
　
　
　
以
上
、
所
志
類
か
ら
知
り
う
る
い
く
つ
か
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
判
決
に
お
け
る
法
源
の
問
題
や
提
出
時
期
、

　
　
家
門
ご
と
の
特
徴
な
ど
触
れ
な
か
っ
た
点
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
山
訟
や
土
地
紛
争
な
ど
所
志
類
に
あ
ら
わ
れ
た
個
別
の
問
題

て
　
　
に
つ
い
て
も
深
く
論
じ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
本
稿
で
の
議
論
が
、
ど
の
程
度
他
地
域
や
他
の
階
層
に
も
あ
て
は
ま
る
の
か
と

飢
　
　
い
う
問
題
を
含
め
、
今
後
、
所
志
類
を
用
い
た
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
の
課
題
と
し
た
い
。

糠酷
の麻

　
　
註

門跡
（
・
）
李
朝
時
代
の
裁
判
・
訴
訟
制
度
関
係
の
お
も
な
研
究
と
し
て
は
、
朴
乗
濠
『
伝
統
的
法
体
系
斗
法
意
識
』
（
ソ
ゥ
ル
大
学
校
出
版
部
、

甜
　
　
炬
雑
壕
）
編
聖
螺
齪
群
掘
瀦
態
翻
鮨
難
細
鞭
鯛
轟
難
雛
』
誇
諺
膝
郵
叛
轄
謬

輔
　
　
朝
鮮
時
代
訴
寛
制
蜜
発
達
過
程
L
（
『
韓
国
学
報
』
七
三
、
一
九
九
三
年
）
、
呉
甲
均
『
朝
鮮
時
代
司
法
制
度
研
究
』
三
英
社
、

　
　
　
　
　
　
一
九
九
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
（
2
）
そ
の
意
味
で
、
沈
載
祐
「
1
8
世
紀
獄
訟
斜
性
格
斗
刑
政
運
営
q
変
化
」
（
『
韓
国
史
論
』
（
ソ
ウ
ル
大
）
三
四
、
一
九
九
五
年
）
は
注

　
　
　
　
　
　
目
さ
れ
る
最
近
の
成
果
で
あ
る
。

　
　
　
（
3
）
な
お
、
所
志
類
と
か
か
わ
っ
て
民
状
置
簿
冊
あ
る
い
は
詞
訟
録
と
よ
ば
れ
る
官
の
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
は
邑
（
郡
県
）
の
守
令
や
道

　
　
　
　
　
　
の
観
察
使
に
提
出
さ
れ
た
所
志
類
の
内
容
の
要
約
と
官
の
回
答
（
題
辞
）
を
各
官
庁
に
お
い
て
記
し
た
記
録
で
あ
り
、
一
九
世
紀
か

　
　
　
　
　
　
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
い
く
つ
か
の
地
方
の
も
の
が
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
。
請
願
・
訴
訟
制
度
を
検
討
す
る
う
え
で
所
志
類

2
9
@
　
　
　
　
と
と
も
に
第
一
級
の
史
料
で
あ
る
。
個
別
の
所
志
類
と
比
べ
れ
ば
、
あ
る
地
域
の
一
定
期
間
の
請
願
・
訴
訟
を
全
体
的
に
把
握
で
き



0
　
　
　
　
　
る
と
い
う
点
で
価
値
が
高
い
。
し
か
し
、
記
載
内
容
が
非
常
に
簡
略
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
一
九
世
紀
以
降
、
多
く
が
一
九
世
紀
末

3
　
　
　
　
　
　
葉
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
も
の
で
、
三
年
以
上
連
続
し
た
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
限
界
も
あ
る
。
民
状
置
簿
冊

　
　
　
　
　
　
を
利
用
し
た
研
究
に
、
金
仁
悉
「
民
状
」
金
薯
司
刈
薯
1
9
世
紀
前
半
郷
村
社
会
問
題
」
（
『
韓
国
史
論
』
（
ソ
ウ
ル
大
）
二
三
、
一
九

　
　
　
　
　
　
九
〇
年
）
、
金
仙
卿
前
掲
「
民
状
置
簿
冊
暑
筈
司
刈
呂
朝
鮮
時
代
斜
裁
判
制
度
」
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
（
4
）
次
の
史
料
集
を
利
用
し
た
。
①
『
扶
安
金
氏
愚
旙
古
文
書
』
（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
八
三
年
）
、
②
『
古
文
書
集
成
三
海

　
　
　
　
　
　
南
サ
氏
篇
』
正
書
本
・
影
印
本
（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
八
六
年
）
、
③
『
全
羅
道
茂
長
到
威
陽
呉
氏
斗
ユ
暑
釧
文
書
』

　
　
　
　
　
　
1
・
H
（
全
北
大
学
校
博
物
館
、
一
九
八
六
・
八
八
年
）
、
④
『
朝
鮮
時
代
南
原
屯
徳
坊
潮
全
州
李
氏
斗
ユ
暑
q
文
書
』
1
（
全

　
　
　
　
　
　
北
大
学
校
博
物
館
、
一
九
九
〇
年
）
。
③
④
に
つ
い
て
は
文
書
一
件
ご
と
に
編
者
の
解
題
が
付
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
そ
の
恩
恵
を

　
　
　
　
　
　
受
け
て
い
る
。
以
下
、
右
の
史
料
集
の
所
牧
史
料
を
引
用
す
る
場
合
、
各
史
料
集
の
史
料
分
類
と
史
料
番
号
を
用
い
「
扶
安
金
氏
所

蠣
　
志
ご
と
い
っ
た
形
式
で
表
記
す
る
・

第
　
　
（
5
）
拙
稿
「
李
朝
後
期
に
お
け
る
在
地
両
班
層
の
土
地
相
続
」
『
史
学
雑
誌
』
九
九
・
八
、
一
九
九
〇
年
。
’

究
　
　
（
6
）
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
八
一
年
、
二
四
六
～
二
六
五
頁
。

研
　
　
（
7
）
稟
目
は
い
わ
ば
分
類
の
境
界
に
あ
る
文
書
で
、
そ
の
中
に
は
下
位
の
官
か
ら
上
官
へ
の
報
告
書
も
あ
り
、
稟
目
す
べ
て
を
所
志
類
と

学
　
　
　
　
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

科
　
　
（
8
）
海
南
サ
氏
許
与
一
。
＝
二
五
四
年
の
所
志
で
、
父
か
ら
奴
脾
を
贈
与
さ
れ
る
に
あ
た
り
そ
の
認
証
を
監
務
に
求
め
て
い
る
・
こ
れ
を

文
　
　
　
　
　
み
る
と
「
所
志
」
の
形
式
が
一
四
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
崔
承
煕
前
掲
『
韓
国
古
文
書
研
究
』
二
四
七
頁
に
も

人
　
　
引
か
れ
て
い
る
・
　
　
　
・
　
だ

　
　
　
（
9
）
海
南
サ
氏
所
志
三
三
。

　
　
　
（
1
0
）
提
出
者
が
複
数
の
も
の
を
「
等
状
」
と
し
て
所
志
と
別
個
の
形
式
と
み
な
す
こ
と
も
あ
る
が
、
提
出
者
が
複
数
で
あ
る
と
い
う
以
外

　
　
　
　
　
　
に
違
い
は
な
く
、
こ
こ
で
は
と
く
に
独
立
さ
せ
て
考
え
な
い
。

　
　
　
（
1
1
）
威
陽
呉
氏
所
志
二
〇
。

　
　
　
（
1
2
）
扶
安
金
氏
所
志
三
二
。

　
　
　
（
1
3
）
崔
承
煕
前
掲
『
韓
国
古
文
書
研
究
』
（
二
五
〇
頁
）
は
題
を
出
し
た
者
と
す
る
が
、
朴
乗
濠
前
掲
『
韓
国
法
制
史
放
』
（
二
七
三
～
二

　
　
　
　
　
　
七
四
頁
）
、
前
掲
『
全
羅
道
茂
長
潮
威
陽
呉
氏
斗
ユ
暑
q
文
書
』
1
（
六
七
～
六
八
頁
、
全
艮
穆
解
題
）
で
は
、
題
の
宛
て
先
と

　
　
　
　
　
　
と
る
。



　
　
　
（
1
4
）
題
を
出
す
の
は
邑
な
ら
ば
守
令
、
道
な
ら
ば
観
察
使
で
あ
る
が
、
実
際
の
作
成
者
は
郷
吏
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で

　
　
　
　
　
　
あ
る
。
牧
民
書
に
は
、
刑
吏
を
用
い
ず
地
方
官
自
ら
題
を
出
す
よ
う
述
べ
る
も
の
も
あ
る
が
、
逆
に
郷
吏
が
題
を
作
っ
て
い
た
実
情

　
　
　
　
　
　
を
う
か
が
わ
せ
る
（
「
不
用
刑
吏
、
民
訴
親
題
、
固
好
。
」
「
利
川
府
使
韓
威
之
書
」
内
藤
吉
之
助
編
『
朝
鮮
民
政
資
料
集
［
牧
民
篇
］
』
、

　
　
　
　
　
　
同
氏
、
一
九
四
二
年
）
。

　
　
　
（
1
5
）
『
儒
胃
必
知
』
に
は
「
士
夫
以
山
訟
事
親
呈
単
子
」
と
と
も
に
「
待
本
官
逓
帰
親
呈
営
門
単
子
」
の
書
式
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
前

　
　
　
　
　
　
老
は
守
令
に
、
後
者
は
観
察
使
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
書
式
例
で
は
提
出
者
名
の
後
に
「
単
子
」
で
は
な
く
「
議

　
　
　
　
　
　
送
」
が
き
て
い
る
。
そ
の
点
以
外
は
、
双
方
と
も
本
文
に
述
べ
た
例
と
同
じ
書
式
で
あ
る
。
観
察
使
に
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、
単
子

て
　
　
　
　
　
の
書
式
で
も
議
送
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
事
例
に
は
み
ら
れ
な
い

訓
　
　
（
1
6
）
扶
安
所
志
七
二
。

嫌
（
7
1
）
獄
訟
と
詞
訟
の
別
な
ど
裁
判
制
度
の
籍
に
つ
い
て
は
、
朴
乗
濠
前
掲
『
伝
統
的
法
体
系
斗
塗
．
議
』
三
～
三
二
順
（
朴
護

志
　
　
　
　
　
前
掲
『
韓
国
法
制
史
放
』
二
五
一
～
二
五
二
頁
に
再
録
）
、
呉
甲
均
前
掲
『
朝
鮮
時
代
司
法
制
度
研
究
』
二
五
一
頁
参
照
。

噺
　
（
8
1
）
嚢
請
願
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
季
朝
後
期
郷
村
社
会
に
お
け
る
嚢
請
願
L
（
『
朝
鮮
文
化
研
究
』
二
、
死
九
五
年
）
で
検
討
し

騰
（
9
1
）
勲
藍
騨
制
的
面
に
つ
い
葎
朴
乗
濠
前
掲
雷
法
製
』
四
九
～
五
三
頁
で
述
べ
ら
れ
ミ

臓
（
2
・
）
例
え
ば
、
海
事
氏
家
伝
来
の
作
成
年
が
明
難
土
地
売
口
貝
文
書
は
、
盃
四
二
年
か
ら
天
九
一
年
に
か
け
て
五
些
一
慧
る
が
、

甜
　
錫
鷲
譜
鞘
晦
蟹
．
麓
蘇
賄
馨
砺
餐
鍵
蘇
卵
士
族
藁
歎
襲
難
羅

輔
　
　
ま
た
官
の
立
案
や
押
印
も
つ
い
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
朴
乗
濠
前
掲
『
韓
国
法
制
史
放
』
（
四
四
～
四
七
頁
）
、
李
窪

　
　
　
　
　
　
「
＝
ハ
世
紀
田
沓
売
買
q
実
態
」
（
『
歴
史
教
育
論
集
』
九
、
一
九
八
六
年
、
六
九
頁
）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
2
1
）
山
訟
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
金
到
勇
「
朝
鮮
後
期
山
訟
研
究
」
（
『
考
古
歴
史
学
志
』
五
・
六
合
輯
、
一
九
九
〇
年
）
、
金
仙
卿

　
　
　
　
　
　
「
朝
鮮
後
期
山
訟
叫
山
林
所
有
権
到
実
態
」
（
『
東
方
学
志
』
七
七
・
七
八
・
七
九
合
輯
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。

　
　
　
（
2
2
）
民
状
置
簿
冊
に
つ
い
て
は
前
註
3
。

　
　
　
（
2
3
）
金
仁
木
｛
前
掲
「
民
状
」
金
暑
翻
刈
薯
1
9
世
紀
前
半
郷
村
社
会
問
題
」
二
四
三
～
二
四
五
頁
。

　
　
　
（
2
4
）
扶
安
金
氏
所
志
三
三
。

ユ
3
　
　
（
2
5
）
海
南
サ
氏
議
送
四
、
「
海
南
県
一
面
白
蓮
洞
上
下
民
人
等
状
」
。



2
　
　
（
2
6
）
扶
安
金
氏
所
志
一
七
。

3
　
　
　
（
2
7
）
扶
安
金
氏
所
志
六
四
。

　
　
　
（
2
8
）
海
南
サ
氏
所
志
五
八
。

　
　
　
（
2
9
）
海
南
サ
氏
所
志
三
五
。

　
　
　
（
3
0
）
海
南
サ
氏
所
志
二
四
。

　
　
　
（
3
1
）
拙
稿
前
掲
「
李
朝
後
期
郷
村
社
会
に
お
け
る
施
表
請
願
」
。

　
　
　
（
3
2
）
こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
別
な
機
会
に
述
べ
た
い
。
な
お
、
刑
罰
に
関
し
て
は
守
令
は
答
刑
相
当
の
犯
罪
ま
で
直
断
で
き
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
な
っ
て
い
た
（
『
経
国
大
曲
ハ
』
刑
典
推
断
条
）
。

　
　
　
（
3
3
）
な
お
、
施
表
な
ど
守
令
に
決
定
権
の
な
い
問
題
も
、
前
述
の
と
お
り
ま
ず
は
守
令
に
た
い
し
請
願
・
提
訴
し
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど

燃
　
　
で
あ
る
・
つ
け
加
え
て
、
民
事
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
『
経
国
査
ハ
』
刑
典
私
賎
条
で
コ
一
度
得
伸
勿
轟
理
凡
争
訟
同
L
と
三

第
　
　
　
　
　
回
ま
で
の
提
訴
が
認
め
ら
れ
、
刑
事
的
な
案
件
に
も
同
様
な
規
定
が
あ
る
（
刑
典
訴
冤
条
）
。
そ
の
後
『
受
教
輯
録
』
『
続
大
典
』
で

究
　
　
　
　
　
は
訴
訟
の
長
期
化
を
き
ら
っ
て
再
提
訴
を
よ
り
制
限
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
刑
典
聴
理
条
）
。

研
　
　
（
3
4
）
海
南
サ
氏
等
状
四
～
五
、
単
子
三
～
五
。

学
　
　
（
3
5
）
海
南
サ
氏
所
志
三
四
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

科
　
　
（
3
6
）
威
陽
呉
氏
所
志
三
七
、
三
八
、
四
〇
。

文
　
　
（
3
7
）
朴
乗
濠
前
掲
『
韓
国
法
制
史
放
』
二
七
三
～
二
七
四
頁
・
ま
た
、
元
告
へ
の
捉
来
指
示
は
私
和
を
誘
導
す
る
意
図
も
あ
っ
た
よ
う
で

人
　
　
あ
る
が
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
論
す
る
・

　
　
　
（
3
8
）
朴
乗
濠
前
掲
『
韓
国
法
制
史
孜
』
二
八
七
頁
。

　
　
　
（
3
9
）
全
州
李
氏
所
志
三
五
二
二
六
・
三
九
～
四
六
。

　
　
　
（
4
0
）
墓
の
掘
移
は
埋
葬
者
自
身
が
お
こ
な
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
4
1
）
威
陽
呉
氏
所
志
三
～
八
。

　
　
　
（
4
2
）
も
っ
と
も
土
地
・
奴
碑
の
訴
訟
に
関
し
て
法
的
に
は
「
拠
執
他
人
奴
碑
及
決
後
傍
執
者
、
杖
一
百
徒
三
年
…
田
宅
同
」
（
『
経
国

　
　
　
　
　
　
大
典
』
刑
典
私
賎
条
）
「
凡
訟
田
民
已
決
後
勿
執
者
、
並
杖
一
百
徒
三
年
」
（
『
続
大
典
』
刑
典
聴
理
条
）
と
い
っ
た
規
定
が
あ
る
。

　
　
　
（
4
3
）
扶
安
金
氏
所
志
二
二
～
三
二
、
一
八
四
五
年
～
一
八
四
七
年
。

　
　
　
（
4
4
）
李
朝
時
代
に
律
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
明
律
』
に
殺
人
事
件
の
私
和
を
処
罰
す
る
規
定
が
あ
り
（
尊
長
為
人
殺
私
和
条
）
、
『
続
大
典
』



　
　
刑
典
殺
獄
条
に
も
「
殺
獄
受
賂
私
和
者
、
依
本
律
勘
罪
」
と
あ
る
。

（
4
5
）
「
先
覚
追
録
」
前
掲
『
朝
鮮
民
政
資
料
［
牧
民
篇
］
』
。

π訓
に類志所の

来

張卿
族士地在朝

李
3
3


